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(3) 自助・共助による防災まちづくりの参考事例集 
 

自助・共助による防災まちづくりは、全国で様々な取組が行われている。以下では、

その中でも特徴的な参考事例について整理している。各事例には、個別に役立つ要素

（ツール）が多く含まれているため、それらのツールと参考事例の関係及びリスクコ

ミュニケーションのプロセスとの関係も表に整理した。 
（リスクコミュニケーションのプロセスについては、【資料編】(5)を参照） 
また、全国の様々な取組については、官民で様々な発表・表彰の場が継続的に行わ

れているため、参考となる事例について【資料編】(6)で URL を紹介しているので参

照頂きたい。 

表 1 参考事例一覧 

取組の分類 参考事例 

主に自助・共助 

（公助も含む） 

自治会等 ① 西宮マリナパークシティ協議会 

 （兵庫県西宮市） 

② 加古川グリーンシティ防災会 

 （兵庫県加古川市） 

商店会等 ③ 秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会

 （東京都千代田区） 

④ 旧居留地連絡協議会防災委員会 

（兵庫県神戸市） 

学校・PTA ⑤ 興津小学校 

（高知県四万十町） 

NPO ⑥ NPO 江東区の水辺に親しむ会 

 （東京都江東区） 

⑦ NPO 法人ア！安全・快適街づくり 

 （東京都江戸川区） 

企業等 ⑧ 山治ビル 

（神奈川県茅ケ崎市） 

主に公助 

（自助・共助も含む） 

⑨ 東京都中央区 

⑩ 高知県高知市 

⑪ 東京都国分寺市 

 

 



 

35 
 

表 2 各参考事例とツール集等との関係 

取組を進める際に 

役立つツール 

⇒【資料編】(4) 

 参考事例 

⇒【資料編】(3) 

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのﾌﾟﾛｾｽ 

⇒【資料編】(5) 

①
西
宮
マ
リ
ナ
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
協
議
会 

②
加
古
川
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ
防
災
会 

③
秋
葉
原
駅
周
辺
地
区
帰
宅
困
難
者
対
策
地
域
協
力
会 

④
旧
居
留
地
連
絡
協
議
会
防
災
委
員
会 

⑤
興
津
小
学
校 

⑥N
P

O

江
東
区
の
水
辺
に
親
し
む
会 

⑦N
P

O

法
人
ア
！
安
全
・
快
適
街
づ
く
り 

⑧
山
治
ビ
ル 

⑨
東
京
都
中
央
区 

⑩
高
知
県
高
知
市 

⑪
東
京
都
国
分
寺
市 

推
進
体
制
の
構
築 

リ
ス
ク
把
握 

対
策
検
討 

ソ
フ
ト
対
策
の
実
施 

ハ
ー
ド
対
策
の
実
施 

継
続
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
の
構
築 

①防災講座の開講    □ ■  □    ■ ● ○    ○

②専門家等による講演等     ■       ● ○ ○    

③イベントの実施  ■    ■ ■     ●     ○

④資格の創設・利用    ■   ■    ■ ●     ○

⑤地区カルテ          ■ ■ ○ ● ○ ○   

⑥ハザードマップ  □   ■  ■    ■  ●  ○   

⑦防災まち歩き     ■        ●     

⑧地域の防災計画    ■       ■   ● ○   

⑨防災ﾏﾆｭｱﾙ・ﾏﾆｭｱﾙの手引き  □ ■ ■       ■   ● ○   

⑩専門職員・専門家等の派遣     ■     ■ ■  ○ ● ○ ○ ○

⑪協定書        ■ ■  ■ ○   ● ○  

⑫特技や技能の把握  ■             ●   

⑬防災訓練 ■ ■ ■ □ ■   ■   □    ●   

⑭日常活動での防災ｲﾍﾞﾝﾄの開催  □    ■      ○   ●  ○

⑮条例の制定        □ ■      ○ ●  

⑯財政的な支援の仕組み  ■ ■  ■ □    ■ □    ● ● ○

⑰情報交換の場の提供      □ ■    ■      ●

⑱防災コンテスト等の場の提供  □   ■            ●

●：リスクコミュニケーションのプロセスに特に有効なもの 

○：該当プロセスにおいても活用が可能であるもの 

■：特に該当事例において特徴的に活用されているもの   

□：過去に活用がみられるもの 

 



《事例集》 
西宮マリナパークシティ協議会 

 

36 
 

  
①  西宮マリナパークシティ協議会 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・兵庫県西宮市の臨海部に立地する西宮マリナパークシティは、阪神・淡路大震災後の復興まち

づくりにより、官民一体となって進める人口約１万人の壮大なまちづくりプロジェクトで造成

され、ショッピング施設、病院、幼稚園、小・中学校等の日常生活利便施設や教育施設もすべ

て徒歩圏内に整っている。復興まちづくりにより臨海部に造成された人工島のまちであり、津

波を伴う地震が発生した場合には、マリナパークシティが津波の被害を被ることが予想される

と同時に、本土との連絡を行う橋に何らかの被害がある場合は、孤立化が想定されている。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・西宮マリナパークシティが誕生して以来、地区連絡協議会として情報交換や連絡等の活動を２

か月に一度実施していたが、平成 22 年 11 月の地区連絡協議会で「地区防犯対策協議会」設置

の提案がなされたことを契機に、協議会設立準備委員会を立ち上げて検討を進めることとなっ

た。その後、発生した東日本大震災において、津波発生時に想定される被災・孤立化に備え、

高層住宅というハード資源を周辺の低層住宅居住者、学校・幼稚園等からの避難場所として活

用する必要性が高まったこともあり、西宮マリナパークシティに立地するすべてのまち、公共

機関、産業団地等が一体となって西宮浜地区内の良好な環境の保全と防犯・防災に供し、健全

な西宮浜地区の発展に資することを目的とする協議会が結成されることとなった。 

 

≪取組の特徴≫ 

・活動が理念的、概念的なものにとどまらない。「共助」の相手である学校、幼稚園のそれぞれ

に対し、津波避難先となる高層住宅を設定して、具体的な避難の手段と訓練の実施（カウンタ

ーパート的に、○○学校は○○団地へと調整されている）が行われている。 

・協議会として、平常時から行政と協力して活動していることはない。 

・本土にある東側の産業団地や地区内の路線バス事業者等へ積極的に防災の取組への協力を働き

掛けることで、災害時に可能な範囲で住民を助ける仕組みを作っている。 

・協議会を作ることによる分担金の発生に対する不満はあったが、周辺の学校関係者等を運営の

中心メンバーの一人に据えていることが、協議会結成につながった。 

・地区内の産業団地とも、日ごろから違法駐車車両に関する要望等について連絡を取り合って連

携していたが、その中で防災に関する協定を産業団地の企業と締結することを検討している。 

・会長の人脈（青少年愛護協議会（青少年の安全・安心のための見守りを目的とした教育委員会

の下部組織）の会長のほか、＜桜のまち＞の自治会長、自主防災会長（４つの団地のまとめ役）

を兼任）により、行政及び住民間で、さまざまなネットワークを持っていたことが、自助・共

助の活動を広めていくうえで役立っている。 

・高層住宅に避難した後、住民以外の人等に対する支援のあり方が課題となっている。 
 

団地単位の自治組織からまち全体で活動する協議会を結成し、想定される被害に対する実効的な防

災対策を実施 
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西宮マリナパークシティ協議会の概要及び推進体制 

西宮マリナパークシティ内の情報交換や連絡等の活動を行っている地区連絡協議会において

平成 22 年 11 月に「地区防犯対策協議会」設置の提案がなされたことを契機に、西宮浜地域全

体で防犯活動、防災活動、交通安全活動、環境保全活動、親睦活動（西宮浜地域ふるさとづく

り）、関係団体や協力団体との連携等に対応できる組織をつくりあげようと、設立準備委員会

を立ち上げて検討され、東日本大震災を契機に各まちでの協議を経て、「西宮マリナパークシ

ティ協議会」（以下この章において「協議会」という。）が発足した（平成 23 年５月 15 日）。

協議会では西宮マリナパークシティに立地するすべてのまち、公共機関、産業団地等が一体と

なって西宮浜地区内の良好な環境の保全と防犯・防災に供し、地域社会との融合に努め、住民

相互扶助の精神に基づき、共通する諸問題を解決し、健全な西宮浜地区の発展に資することを

目的とした活動を行っている。 

協議会の構成は図 1 に示すとおりであるが、協議会の結成以前は、協議会の運営にかかる費

用についての分担金が発生することについて各団地からの不満があった。しかし、西宮浜地区

の住民ではない周辺の中学校校長に事務局長に就任してもらい、地域活動への貢献をお願いす

るとともに協議会の財源の管理もお願いしたことで協議会活動や金銭面での信頼度の向上につ

ながったこと、さらに、幼稚園、保育園、小中学校にも活動に参加してもらうこととしたため、

「小中学校、保育園、幼稚園が活動に取り組むのに住民が取り組まないのはどうか」という考

えが各団地に広がったことが分担金に対する不満解消の一助となり、協議会の結成に作用した。

また、協議会の事務局には、小中学校の職員が含まれており、特に書類作成等において中心的

な役割を分担している。 

協議会と各団地の管理組合等は、協議会の事務局を介して連携しており、各団地から随時、

協議会に協力するスタッフを受け入れながら活動している。会長の人脈（青少年愛護協議会（青

少年の安全・安心のための見守りを目的とした、教育委員会の下部組織）の会長のほか、＜桜

のまち＞の自治会長、自主防災会長（４つの団地のまとめ役）を兼任）により、行政及び住民

間で、さまざまなネットワークを持っていたことも、自助・共助の活動を広めていく上で役立

っている。 
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図 1 西宮マリナパークシティ協議会組織図 

（出典：西宮マリナパークシティ協議会提供資料） 

 
 
他団体との連携の促進 

協議会では、地区東側の本土の産業団地（200 企業、連合自主防災会が組織されている）や

地区内の路線バス事業者等へ積極的に防災の取組への協力を働き掛けることで、可能な範囲で

災害時に住民の本土側への避難を助けてもらう協定を結んでいる。 

また、地区内の産業団地とも、日ごろから迷惑駐車車両に関する要望等について連絡を取り

合って連携していたが、その中で防災に関する協定を産業団地の企業と締結することが検討さ

れている。 
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津波避難訓練・防災訓練の実施 

協議会では、住宅の共用部分が津波からの避難場所になると考え、地域内で避難場所を持た

ない人々に開放できるようにしようという考えが発端となり、西宮市や西宮市消防署共催のも

と、東日本大震災後に津波避難訓練の必要性を感じて津波対策を検討し、訓練を行った。 

津波避難訓練では、避難場所を地域内の高層マンションとし、居住者のほか近隣の保育園や公

園等への外出者が、共同住宅の高層階に避難するプロセスを実践している。この訓練では、施設

ごとに避難先をあらかじめ定め、小中学校や保育園、幼稚園から避難にかかる時間をストップウ

ォッチで計測する等の工夫を行っている。 

 

表 3 施設ごとに定められた避難先の団地 

保育園・幼稚園 ＜杜のまち＞ 

小学校 県営・市営住宅 

中学校 ＜桜のまち＞ 

※直近は県営・市営住宅だが、中学生は走力があるので、一段階

遠い場所に避難してもらう 

低層戸建住宅 ＜港のまち＞ ＜海のまち＞ 

 

 

図 2 西宮マリナパークシティ協議会の避難訓練計画 

（出典：西宮マリナパークシティ協議会提供資料） 
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図 3 西宮マリナパークシティ協議会の避難訓練 

（出典：西宮マリナパークシティ協議会提供資料） 
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図 4 西宮マリナパークシティ協議会の避難訓練：幼児の避難 

（出典：西宮マリナパークシティ協議会提供資料） 
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≪毎日新聞 2011 年８月 28 日地方版≫ 

住民組織が津波訓練弱者の素早い避難が課題－－西宮／兵庫 

西宮市の臨海部にある西宮浜４丁目地区は今年７月、津波を想定した避難訓練を初めて行った。

東日本大震災をきっかけに、大阪湾にある埋め立て地の同地区でも、津波に対する危機感が高ま

った。津波を想定した訓練を実際に行った住民組織は市内でも珍しく、実施したことで見えてき

た課題を聞いた。 

◇手助け希望者把握へ名簿作成も 

「大津波警報が発表されました。高台に避難してください」。今年７月２日の土曜日、防災無

線から避難を呼びかける放送が響いた。 

同地区は、阪神大震災（95 年）以後、新しく 10～14 階建ての高層団地が建てられた地区。高

層団地といっても、内訳は県営、市営、民間、都市再生機構（ＵＲ）とさまざまで、一部に一戸

建てもある。現在は、約 2900 世帯、約 7600 人が暮らす。 

これまでは、それぞれに自治会や管理組合が作られていたものの、連携は情報交換などが中心

で、機能的に不十分な面があった。そこで今年５月、防災や防犯などで連携を深めようと、計八

つの自治会や管理組合、市立西宮浜小・中学校が協力して「西宮マリナパークシティ協議会」（大

川一子会長）を立ち上げた。同協議会での初めての取組が、今回の津波避難訓練だった。 

訓練の参加者は、約 800 人。高層団地の住民は、５階（高さ 15 メートル）以上へ避難。また、一

戸建ての住民や保育園児は、開放された民間マンションの５階以上へ避難した。 

訓練を通じて課題として浮かび上がったのは、障害者や高齢者を短時間で避難させる方法だ。

避難訓練を受けて、同地区の民間マンションでは、一人暮らしの高齢者や体が不自由な人で、災

害時に手助けを希望する人を把握するため、名簿を作成しようという動きもある。 

さらに、東日本大震災では津波の水が引かず、屋上に取り残された例があった。そのため、今

後は各マンションの上層階に、簡易トイレや飲料、食料などを備蓄することも検討中だ。 

一方、子どもの素早い避難方法も課題だ。保育園児約 30 人が避難するのに、約 10 分の時間が

かかった。今回は不参加だった幼稚園には 300 人を超す園児がおり、いかに素早く避難させるか、

その方法を検討する必要があるという。同協議会の寺田健治副会長（61）は「今回の訓練で、問

題点が浮き彫りになった。今後は一つ一つクリアして、災害に備えたい」と話した。 

◇津波想定２倍の６メートル西宮市、見直し 

西宮市では、東日本大震災を受けて、東南海・南海地震が発生した時の津波の高さ想定を、３

メートルから２倍の６メートルに見直した。それに伴い、浸水予想区域も国道 43 号以南から、Ｊ

Ｒ神戸線以南とした。 

市は、津波が来た場合、原則はＪＲ神戸線より北に逃げるよう啓発しているが、逃げ遅れた場

合に逃げる「津波避難ビル」の指定を進めている。「津波避難ビル」は、鉄筋コンクリート造り

で３階建て以上の建物で、これまで公共施設 64 カ所が指定された。うち、西宮浜４丁目地区では、

市立西宮浜小・中学校が指定されている。 

図 5 西宮マリナパークシティ津波避難訓練の様子 

（出典：毎日新聞 2011 年８月 28 日） 
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②  加古川グリーンシティ防災会 

 

≪地区の概要≫ 

・兵庫県加古川市の住宅地に立地する加古川グリーンシティは、約 600 世帯（約 2,000 人）が暮

らす団地である。加古川駅から徒歩約 10 分の場所に位置し、14 階建てを中心とした７棟の高

層住宅群（管理棟は別に１棟）からなる。 

・昭和 58 年 11 月に開発され、加古川グリーンシティと名付けられたこの住宅団地 初の棟が完

成したのは昭和 60 年６月、翌 61 年までには、ほぼ現在の棟が完成し、入居が開始される。現

在は管理組合は法人格を取得し「団地管理組合法人加古川グリーンシティ」と称する。 

・広報誌やコミュニティ放送等の情報提供設備を構築、住民参加型の防災活動行事等、子供から

大人まで参加した多彩な取組、連絡体制の整備、防災井戸設置等の地域防災力の向上、防災意

識の普及活動を行っている。 

・加古川市は、阪神・淡路大震災の際に死者２名、半壊家屋 13 棟の被害を出している。また、加

古川グリーンシティのような大規模マンションでは、プライバシーが守られる反面、ご近所付

き合いが薄いことが災害時の助け合いを妨げることが懸念されており、このようなリスクを改

善する目的から、「できるだけ多くの住民が、楽しく参加できる」防災活動が行われている。 
 

≪活動のきっかけ≫ 

・阪神・淡路大震災の発生以前は、自衛消防隊を組織し、消火器等消防設備の点検を行ったり、

防犯委員会を設け、迷惑駐車の取り締まりや夜回り巡回等、安全で安心な団地生活を目指した

活動が行われていた。 

・阪神・淡路大震災時には、加古川市内も死者２名、半壊家屋 13 棟の被害を出した。「ボランテ

ィア元年」と言われるようなボランティア意識の高まりもあり、兵庫県では、災害ボランティ

ア支援方針のもと県下に自主防災組織の結成を呼びかけた。加古川グリーンシティ管理組合は

この呼びかけに応え、それまでの自衛消防隊を編入した防災会を平成 10 年６月に設立した。 

・防災会が設置された当時は、兵庫県が自主防災組織を設置した団体に資機材を提供する取組を

行っていた。このことが、加古川グリーンシティで防災会を設立するきっかけともなった。 
 

≪取組の特徴≫ 

・「地域防災（地域全体で助け合うこと）」をベースとせず、まず個々人の「自分と家族を守る」

ためのもの（要援護者は助けられない）と位置付けて活動を行っている。この位置付けは、活

動への参加意識の向上につながっている。 

・エレベーターの耐震工事のような高額な整備についても、活動を通して防災会が住民からの信

頼を得ていること、また、無謀な投資ではないことを説明できるまで事前検討を行ってから住

民に説明を行っていることで問題なく許容してもらえている。 

・平常時の予防活動のための人材把握に力を入れている（町内チャンピオンマップ）。 

・会員制の「自治会／自主防災会」ではなく、住民全員で構成される「管理組合」の一組織の位

置付けである。 

子供からお年寄りまで、できるだけ多くの住民が楽しく参加できるように工夫された多彩な防災活動

を行った結果、住民の厚い信頼が得られ、活動の活性化、高額なハード整備も実現 
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加古川グリーンシティ防災会の概要及び推進体制 

当初は防火を担当する自衛消防隊と迷惑駐車の取締りや夜回りを担当する防犯防災委員会が

別々に活動していたが、平成７年に発生した阪神・淡路大震災で、人間関係が希薄になりがち

なマンションの災害対策に注目が集まっていたことや兵庫県から災害ボランティア支援方針の

もと県下に自主防災組織の結成が呼びかけられていたことを受け、加古川グリーンシティ防災

会（以下この章において「防災会」という。）を平成 10 年６月に設立した。 

防災会は「管理組合」の一組織であり、住民全員で構成されている。防災会のイベントやマ

ンションのハード整備に中心的に取り組んでいるのは幹事会（会長や副会長等）であるが、活

動内容や資金運用について決定する際は、住民全員の同意を得ることとしており、住民の総意

として活動が進められるような組織体制となっている。 

防災会は住民全員で構成されているため、自主防災組織のように、防災活動に積極的に取り

組んでいる住民だけで構成されているわけではないにも関わらず、このような組織体制にする

ことにより、住民の活動に対する意識が高まり、防災会のイベント等にも様々な住民が参加す

るなど、住民全体による活動を継続させている結果につながっている。 

なお、毎年、兵庫県の「ひょうご安全の日推進事業助成金」を申請し、活動資金として役立

てている。 

 

 

図 6 加古川グリーンシティ防災会組織図 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 HP） 
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多彩な活動内容 

防災会では、ソフト・ハード面で様々な活動を実践しており（図 7）、活動内容を取りまと

めた防災啓発ガイドブック（図 8）を作成するなど多彩な活動を行っている。また、これらの

活動資金としては、兵庫県の「ひょうご安全の日推進事業助成金」（図 9）が活用されている。

なお、これらの資料は防災会のホームページ上で公開されており、他地区の取組主体にとって

も参考にすることができる。 

【防災ソフト面での事業】 【防災ハード面での事業】 

１．「町内チャンピオンマップ」（自分の持っている特技の登

録制度） 

２．「ひと声かけて」（災害時にひと声掛けてください）登録

制度 

３．「あんしんカード・ＲＥＣ（レック・Record）」あんしん

情報登録制度 

４．「グリーンシティ防災マップ」制作 

５．「ふれあい餅つき大会」（炊き出し訓練） 

６．「あいさつ運動」（すべての防災これから始まる） 

７．「小さな親切運動」 

８．「グリーンシティ安全活動」 

９．「我が家でできる防災訓練」実施 

10．「自警団」防犯に特化した組織の設立 

11．「防災パトロール隊」子どもたちと合同の夜回りによる防

犯防災意識の啓発 

12．「グリーンだより」毎月発行の広報誌による住民防災意識

の高揚 

13．「パブリックビューイング」サッカーワールドカップ観戦

会などを主催 

14．「命のライセンス」発行による被災時の行動指針開発 

15．「迷惑駐車一掃作戦」 

16．「防犯意識啓発運動」ひったくり防止（かごガード）全世

帯配布 

17．「大切な人の命を守る」応急手当や救急救命法の訓練や資

材整備 

18．「大切な人の命を守る」応急手当普及員による市民救命士

資格取得の啓発 

19．「地域防災連絡会」近隣マンションと非常時防災協力体制

の構築 

20．「防災知識の共有」防災講演会の実施で防災意識の向上 

21．「オリジナルＤＩＧ」（災害図上訓練）マニュアルの作成

22．「ＤＩＧ」災害図上訓練にクロスロードを加えた防災訓練

の実施 

23．「1000 円出しの会」楽しくやろう防災会議 

24．「エレベータ緊急時応急手当」訓練 

25．「型破りの炊き出し訓練」イカ焼き機で炊き出し訓練 

26．「防災インターネットラジオ」開局による防災啓発と遠隔

地との通信体制 

27．「災害紙上訓練ＤＰＧ・グリーンシティを守る 584 の法則」

防災小説継続 

28．「命のライセンス 2008」の企画制作 

29．「リアル災害図上訓練」（Ｒ－ＤＩＧ）の企画実施 

30．「帰宅支援サポーター」帰宅難民にならないための行動指

針開発制作 

31．「防災ラジオ放送」電波を通した地元ＦＭラジオ局とコラ

ボレーション 

32．「安否確認プログラムＳＣＰ（スコップ Safety Confirming 

Program）」災害発生時の的確な安否確認の為のシステム

開発 

33．「非常持ち出し本ＤＩＢ」（ディブ Disaster Imagination 

Book）何のために防災活動を行うのかを導き出す本の制

作刊行 

１．「緊急時安全管理システム」敷地内やエレベーター内

に防犯カメラの設置 

２．「グリーンネット」イントラネットを新規構築し、マ

ンション運営情報及び緊急情報伝達システム導入 

３．「ニューメディアシステム１号」エレベーターホール

にテレビを設置 

４．「ニューメディアシステム２号」テレビを使った緊急

情報を伝達する自主放送設備 

５．「防災会ホームページ」インターネットによる外向け

のホームページ運営による、知り得た防災情報や防災

知識をより多くの方々に発信する運営管理 

６．「防災情報モバイルホームページ」携帯電話を利用し

た防災啓発と災害発生時緊急伝達システムの構築 

７．「遠隔操作ネットワークカメラ」マンション内の防犯

防災体制の強化 

８．「オリジナル駐車駐輪シール」の作成配布による迷惑

車両の追放 

９．「ＡＥＤ」自動体外式除細動器の設置 

10．「防災無線機」被災時マンション内通信システムの設

置 

11．「防災アイテム」各種防災資機材の整備 

12．「防災倉庫」の設置 

13．「防災啓発シール」各戸玄関扉に災害時役割シールの

貼付 

14．「耐震化」地震対策として高置水槽を撤去しマンショ

ン上部の軽量化を図る 

15．「防災井戸」の設置で生活水の確保 

16．「トリアージシステム」導入 

17．「組立式簡易トイレ」災害時配布及びエレベーター閉

じ込め時対応トイレの配備 

18．「マンホールトイレ」災害時対応トイレの配備 

19．「防災啓発システム」企業コラボでＡＥＤ（自動体外

式除細動器）を増設 

20．「ネットランチャー」防犯対策（携行型拘束網展開装

置）を配備 

21．「防犯灯」防犯対策用に増設・強化 

22．「階段昇降機」災害弱者用の昇降装置を配備 

23．「エレベーター耐震化」による構造強化 

24．「防災掲示板」防災啓発や被災時生活情報の掲示用に

設置 

25．「避難集合表示板」マンション内、災害時避難集合場

所の表示板設置 

26．「防災ベンチ」災害時支援アイテムの設置 

図 7 加古川グリーンシティ防災会の取組内容 

（出典：加古川グリーンシティ防災会「防災啓発ガイドブック」） 
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図 8 加古川グリーンシティ防災会 防災啓発ガイドブック 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 防災啓発ガイドブック） 

 

 

図 9 兵庫県「ひょうご安全の日推進事業助成金」案内チラシ 

（出典：神戸市 HP） 
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「自分で自分を守る」という位置付けでの平時からの意識づくり 

「地域全体の安全のために、協力して活動する」という考え方では、自らの利益につながら

ないと受け止められる場合には、参加への賛同が得られない可能性がある。そのため、ＡＥＤ

の講習、安否確認訓練、避難訓練等の防災会の活動は、「団地全体で協力するため」ではなく、

「自分で自分及び家族を守るため」という目的を掲げて実施している。このような呼びかけを

行うと、各家庭からも一人ずつ毎回出席者が出る等、全体の活動の活性化につながる効果があ

る。 

平常時のコミュニティについても重視しており、「あいさつ運動」や防災会と子どもとの関

係を深めるため、マンションの集会所において、サッカーのパブリックビューイングを開催す

る等のイベント等を実施している。イベントを通じて「防災会のメンバー」をマンション内の

様々な世代に周知することにもつながっている（図 10）。 

（加古川グリーンシティ防災会のホームページ上の記載から） 

防災とは「自分の大切な人を守ること」です。自分の大切な人をお互いに守りあえれば、

『おまけ』で強い地域ができあがります。まずは「自分の大切な人を守ること」を考えま

しょう。 

 

「パブリックビューイング」 サッカーワールドカップ観戦会などを主催 

この観戦会は次世代の防災会員の育成のため地域の子どもたちに防災会を広報し、緊急時に子どもたちが

防災会の一員として動けるための広報活動として行い、防災会・自警団役員などの顔を子どもたちに知って

もらう為の活動です。 

子どもや大人を集会所に呼んで、プロジェクターを使って大画面の大音響で、近所迷惑かえりみずやるん

ですよ。マンションの総会やっても 50 人も来ないのが、150 人近く集まるんです。そこで、防災会のメン

バーがいろいろお世話をして、子どもたちに顔を覚えてもらう活動ですね。もしものときには、その子ども

たちが、防災会の広報委員になるんですから、親がこちらの顔を知らなくても、子どもたちが「あっ、防災

会のおっちゃんや」と声をかけてくれるようになってきました。なかなかの成果です。 

 

図 10 加古川グリーンシティ 平常時のつながり作り 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 HP） 
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共助のための住民情報の共有 

加古川グリーンシティは約 2,000 人が居住する大規模な団地であり、その中には様々な特技・

技能を持つ住民がいる。こうした特技・技能を災害時に有効に活用するために、防災会が協力し

てくれる人の特技・技能等の情報を整理した「町内チャンピオンマップ」（図 11）を作成してい

る。作成に際しては、住民全体にチラシ（図 12）を配布し、特技・技能等の登録をお願いしてい

る。 

 

 

 

図 11 町内チャンピオンマップ（抜粋）（2000 年４月 29 日作成） 

（出典：加古川グリーンシティ防災マップ） 
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図 12 町内チャンピオンマップの登録のお願いに関するチラシ 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 HP） 
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防災訓練の開催 

防災会では、災害対応能力の向上を図るため、災害図上訓練ＤＩＧ（一定の地区内で災害が

起きたと仮定して、地区内でどのように避難するか、またどのように対策を行うか等について、

地図上に書き込み等を行いながら話し合う訓練：図 15）を導入し（図 13）、地震、風水害、放

火等市民生活の安全を脅かす出来事が発生した時に、地域にどのような被害が発生し、どのよ

うな対応をとればよいか等を考える機会を提供している。 

なお、防災会の防災訓練に活用している「オリジナルＤＩＧ」のスライド等の資料がホーム

ページ上で公開されている（図 14：簡単な連絡で利用可能）。 

 

  

図 13 ＤＩＧの様子 

（出典：加古川グリーンシティ防災会「防災啓発ガイドブック」2011 年度版） 

 

  

図 14 加古川グリーンシティ災害図上訓練（ＤＩＧ）ＨＰ 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 HP） 
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【参考：ＤＩＧ】 

自衛隊が行う指揮所演習（CPX：Commanding Post 

Exercises）などのノウハウを参考に、地図と透明シートを

用いて書き込みを加えながら行う、災害救援に関するブレ

インストーミングのための仕掛け。参加者自身に自学自習

を促し、災害救援についての関心を高める効果を持つ災害

救援訓練である。 

目的に応じた地図を使用し、地図上に透明シートをかぶ

せて書き込みを行うことで、災害対策本部の運営のイメー

ジトレーニングを行うことができる。 

（参考：小村・平野、1997、「図上訓練ＤＩＧ(Disaster 

Imagination Game)について」） 

  

図 15 災害図上訓練ＤＩＧマニュアル 

（出典：ＤＩＧマニュアル作成委員会「災害図上訓練ＤＩＧ 

(Disaster Imagination Game)マニュアル」） 
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防災活動におけるハード整備の実施 

ハード整備にも力を入れており、エレベーターの耐震補強を実施している。多額の費用が必

要となったが、防災会の幹事会（図 6）を中心に、地震時にエレベーターが被害を受けた場合

の移動の困難さ、復旧までの時間及び費用について検討し、耐震補強を実施した方がメリット

が高いことを集会等の場において説明することにより、住民全体が理解した上で耐震補強を実

施することが決定された。集会で住民に説明するための準備にあたり、普段から仕事でエレベ

ーターの工事費用の計算等について従事している住民が検討に加わっていたことにより、納得

のいく整備を行うことができた。 

また、ＡＥＤを同時に設置する自動販売機の設置業者の取組（図 16）を活用している。なお、

停電時は無料で購入可能となる「災害対応型」ではなく通常の自動販売機を選択している。停

電時は、自分たちの所有する自家発電機を利用して、災害時でも対価を支払って購入すること

で飲料の取り合い等を防ぐことができるという考えに立っている（図 17）。 

整備資金は、住民の負担のほか、前述の助成金（図 9）も活用している。 
 

 

図 16 ＡＥＤ＋自動販売機設置サービスの概要 

 

 

図 17 加古川グリーンシティ ＡＥＤ支援自販機の設置 

（出典：加古川グリーンシティ防災会 HP） 
  

自動販売機 

設置業者 

自動販売機の 

設置先 

ＡＥＤを業者から提供 

【契約条件：一定の売上以上】

（販売手数料により業者は収益ＵＰ） 

■設置先のメリット 

 高額なＡＥＤを安価に入手 

 売上でＡＥＤの維持費を担保 

■業者のメリット 

 一定の売上が見込める設置先と

の継続的な契約 
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③  秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・秋葉原駅は、東京都千代田区にあり、JR、東京メトロ、ＴＸ（つくばエクスプレス）が乗り入

れるターミナル駅となっている。地震発生時は多くの帰宅困難者が付近に発生し、混乱するこ

とが予想されている。 

・千代田区が平成 18 年度に策定した千代田区災害対策事業計画（５ヶ年計画）により、帰宅困難

者対策を推進するため、平成 21 年に設置されたのが秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力

会である。千代田区には、この他の協力会として、東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策

地域協力会、富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会、四ツ谷駅周辺地区帰宅困

難者対策地域協力会がある。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・千代田区は平成 18 年度に策定した災害対策事業計画において、帰宅困難者に対して、避難誘導

や帰宅のための情報提供、飲料水の配布などの支援を区と一体となって行う支援組織として、

本地域協力会を設置することを計画した。区の働きかけを受け、地域の中心となるような企業

が町会や事業所に地域協力会への参加を要請し、地域の自主防災組織として立ち上げた。 

 

≪取組の特徴≫ 

・区がターミナル駅周辺地区に地域協力会の設立を働きかけ、その活動を支援している。地域協

力会の結成及び帰宅困難者の支援は、千代田区災害対策基本条例第 14 条で区民等の努力義務と

されている。 

・地域協力会設置の際には、区も地区内の主要な企業等に参加を呼びかけている。 

・発足から２年間程度は、区が地域協力会活動に積極的に関与し、活動が軌道にのるまでアドバ

イス等を行っている。ノウハウを確保した後は、地域協力会が主体的に活動する。 

・秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会は、発足してから２年ということで、訓練以外の

活動は特に行っていないものの（平成 24 年３月現在）、東日本大震災の際には、発生した帰宅

困難者に対し、情報提供を行ったり、帰宅を支援する地図を配布する等の活動を行っている。 

区の働きかけにより結成された地域協力会が、帰宅困難者避難訓練等を行い、東日本大震災の

際に首都圏で発災した帰宅困難者に情報を提供する取組を実施 
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秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会の概要及び推進体制 

千代田区の昼間区民対策については、従前から東京都震災対策条例第９条を根拠として区内事

業所に対し、事業継続のために従業員・顧客に対する３日分程度の食料等の備蓄を推奨している

が、区部直下型の震災が発生した場合、一時的な訪問客を含め 50.5 万人を超える帰宅困難者の発

生が予測される現状においては、更なる企業の自助努力の促進に加え、区として独自の対応策の

検討を進めていく必要がある。  

このため、区では帰宅困難者支援場所を指定するとともに、ターミナル駅周辺地区に「帰宅困

難者対策地域協力会」の設置を進め、その活動を支援している。地域協力会活動は、千代田区災

害対策基本条例第 14 条を根拠づけられており、区民等の努力義務とされている。 

 

秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会（以下この章において「地域協力会」という。）

については、千代田区が平成 18 年度に策定した災害対策事業計画において、帰宅困難者に対して、

避難誘導や帰宅のための情報提供、飲料水の配布などの支援を区と一体となって行う支援組織と

して設置することを計画した。区が対象地域の中心になるような企業に対し、地域協力会への参

加を働きかけ、平成 21 年４月に地域協力会が設置された。   

（出典：千代田区 HP をもとに（株）三菱総合研究所が一部改訂） 

 

（東京都震災対策条例第９条） 

第九条 事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び都民が行う
第五十七条の地域協働復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっ
ては、その社会的責任を自覚し、震災の防止並びに震災後の都民生活の再建及び
安定並びに都市の復興を図るため、 大の努力を払わなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、事業所に来所する顧客、
従業者等及び事業所の周辺地域における住民(以下「周辺住民」という。)並びに
その管理する施設及び設備について、その安全の確保に努めなければならない。 

３ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を 小限にとどめるた
め、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努
めなければならない。 

 （出典：東京都震災対策条例） 

（千代田区災害対策基本条例第 14 条） 

第 14 条 区民等は、協助の理念にのっとり、帰宅困難者対策地域協力会を結成するよう努めなけ
ればならない。 

２ 区民等は、協助の理念にのっとり、区と協力して、帰宅困難者の避難誘導、帰宅のための 
情報の提供その他災害時における帰宅困難者の円滑な帰宅を促進するための必要な支援に努 
めなければならない。 

（出典：千代田区災害対策基本条例） 
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図 18 千代田区地域協力会設立地区 

（出典：千代田区総合災害対策室防災課（現 環境安全部防災危機管理課）、千代田区の帰宅困難者対

策の現況、http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutohinan/4/pdf/shiryou_1.pdf） 

 

図 19 千代田区帰宅困難者対策地域協力会参加企業・団体募集ポスター 

（出典：千代田区 環境安全部防災危機管理課） 
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帰宅困難者避難訓練の実施 

地域協力会は、平成 23 年 1 月 17 日に千代田区及び区内の他の３地区（東京駅・有楽町駅周辺、

富士見・飯田橋駅周辺、四ッ谷駅周辺）の帰宅困難者対策地域協力会と共催で「帰宅困難者避難

訓練」を実施し、秋葉原駅周辺地区をメイン会場に、秋葉原駅周辺混乱防止訓練や外国人支援訓

練（多言語支援センターの設置）をはじめ、外国人留学生や小学生に対する防災教育等、秋葉原

の地域特性に応じた訓練を実施した。 

約 550 名が参加した駅周辺混乱防止訓練では、ＪＲ・東京メトロ・ＴＸ（つくばエクスプレス）

の各駅が連携して避難誘導訓練を行い、大きな混乱もなく無事終了した。 

訓練は毎年実施しており、地域協力会が発足して２年間は区が訓練を主導、３年目以降は地域

協力会主体で訓練を行うという形を取っている。 

なお、東日本大震災の際には、首都圏で発生した帰宅困難者に対し、情報提供を行ったり、帰

宅を支援する地図を配布する等の活動を行っている。 

 

≪秋葉原駅周辺地区訓練≫ 

[１]留学生に対する防災教育（9：40～TX 駅・JR 駅・秋葉原 UDX２階・神田明神通り上） 

 多数の外国人が来訪する秋葉原の地域特性を踏まえ、外国人留学生約 200 名が参加し、駅での滞留訓

練、救護訓練、避難訓練、地震体験、防災指導、徒歩帰宅訓練を行った。 

[２]小学生に対する防災教育（10：00～TX 駅・秋葉原 UDX２階・神田明神通り上） 

 区立小学生約 50 名を対象に、駅での滞留訓練、避難訓練、地震体験、防災指導を行った。 

[３]外国人支援訓練（9：30～秋葉原 UDX２階） 

 被災した外国人をサポートする「多言語支援センター」を設置し、言語・非言語による支援を行った。

[４]災害時要援護者訓練の実施（10：00～TX 駅） 

 地域住民が協力して、災害時要援護者を担架・車椅子等の資器材を用いて搬送する訓練を実施した。

[５]駅周辺混乱防止訓練（10：00～JR・東京メトロ・TX 秋葉原駅構内及びその周辺） 

 秋葉原駅構内や駅周辺に滞留者（300 名程度）を配置し、駅員、地域協力会等が協力して、駅滞留者

の避難誘導を実施した。 

[６]徒歩帰宅訓練（11：00～秋葉原メイン会場出発） 

 秋葉原から四ッ谷外濠公園までの約６ｋｍの徒歩帰宅コース（飯田橋経由と日比谷経由の２コース）

を設け、帰宅途中で給食訓練や給水訓練を行った。 

（出典：千代田区 HP） 

  

図 20 留学生と小学生への防災教育の様子 

（出典：千代田区帰宅困難者避難訓練実行委員会 

「平成 22 年度千代田区帰宅困難者避難訓練（総合防災訓練）報告書」）  
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図 21 駅構内及び周辺の混乱防止訓練 

（出典：千代田区帰宅困難者避難訓練実行委員会 

「平成 22 年度千代田区帰宅困難者避難訓練（総合防災訓練）報告書」）  
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図 22 駅周辺の滞留者誘導訓練の様子 

（出典：千代田区帰宅困難者避難訓練実行委員会 

「平成 22 年度千代田区帰宅困難者避難訓練（総合防災訓練）報告書」） 
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図 23 徒歩帰宅訓練の様子 

（出典：千代田区帰宅困難者避難訓練実行委員会 

「平成 22 年度千代田区帰宅困難者避難訓練（総合防災訓練）報告書」） 
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より実践的な活動計画作成の取組 

千代田区では、首都直下地震発災時の帰宅困難者への対応策として平成 15 年度から順次区の主

要駅の周辺地区に４つの帰宅困難者対策地域協力会の設置を進め、同協力会と連携・協力して訓

練等を実施してきたが、「活動計画（マニュアル）」を作成することを同協力会に提案しており、

その際には活動計画のひな型を提供し、可能な範囲で各協力会の任務や活動フローを計画の中で

定めてもらうようお願いしている。 

（出典：千代田区ヒアリングより） 
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④  旧居留地連絡協議会防災委員会 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・旧居留地は、高層ビルが立ち並ぶ神戸市業務中心地であり、旧居留地連絡協議会は旧居留地及

びその周辺の事業所 108 社で結成され、事業所相互の親睦を第一義とする企業市民による地縁

コミュニティである。阪神・淡路大震災を教訓として、業務中心地としての非常時の企業の相

互支援や来訪者支援（一時避難、救命活動、情報提供）等による企業の防災対策の必要性を実

感している。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・旧居留地連絡協議会は、もともとビルオーナー同士の連携・協力の場所として機能していたが、

阪神・淡路大震災時、建物被害やライフラインの途絶が発生したことから、地域で自ら防災に

取り組むことの重要性を改めて認識し、事前に備えることが必要と考え、平成 8 年 10 月に自主

的な防災活動に積極的に取り組むための防災委員会を新たに設置した。 

 

≪取組の特徴≫ 

・防災委員会が設置されて以降、平成 13 年 1 月までに「事業所のための『防災マニュアル』作成

の手引き」、「神戸旧居留地・地域防災計画」を策定・配布する等の活動を行う。 

・大規模災害発生時に、帰宅困難者に対して地区内全ビルの会議室や廊下等を一時退避場所とし

て提供し、 低限の生活支援(待避スペースとトイレの提供)を行うこととしている。また、地

域内の医師や市民救命士による救護、被害状況や交通情報等の情報提供コーナーを設置する等

が計画されている。 

・消防の新しいツール（FD カード：ファイヤー・ディフェンスカード）をモデル地区として導入

する等、関係機関との信頼関係が構築されている。 

 

中枢業務地として業務地環境を良好なものにするための活動の一環として、地域の魅力向上を

目的として活動してきた連絡協議会に防災委員会を設け、自主防災活動に積極的に取り組む 
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旧居留地連絡協議会防災委員会の概要及び推進体制 

旧居留地連絡協議会自体は、地区内の事業者（ビル所有者）同士の親睦会であり、地区全体

の魅力向上の活動を行ってきている。個々の会員の平常時の親睦を図れる組織となることを基

本として、防災まちづくりの体制を構築している。 

阪神・淡路大震災後に建物被害やライフラインの途絶が発生したことから、地域で自ら防災

に取り組むことの重要性を改めて認識し、事前に備えることが必要と考え、平成 8 年 10 月には

自主的な防災活動に積極的に取り組むための防災委員会を新たに設置した。 

防災委員会は毎月 17 日（震災発生日）に定例会を開催し、事業者と行政との協働を体現する

防災の先駆的なコミュニティを精力的に目指している。具体的には、事業所（ビル）が相互に

被害確認、支援を行う体制として、地区ごとのグループである「居留地隣組」を組織している。

居留地を４つのブロックに分け、各ブロックに「ブロックリーダー」となる企業を決め、隣組

内で情報伝達を実施する仕組みを作っている。 

 

 

 

【連絡体制】 

図 24 居留地隣組の構成図 

（出典：旧居留地連絡協議会「神戸旧居留地・地域防災計画」） 
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「市民救命士」の資格の取得講座 

防災委員会では、旧居留地連絡協議会に参加する企業を対象とした神戸市の「市民救命士」の

資格の取得講座を実施しており、旧居留地連絡協議会内で約 700 人が取得している。旧居留地連

絡協議会で講座を実施すると、各事業所で従業員に対して参加の呼びかけ等があるために多くの

受講者が参加しており、従業員や顧客の安全の確保に役立っているほか、事業所等のイメージア

ップにもつながっている。 

 

表 4 市民救命士講習会の種類と費用等 

種   類 内   容 講習時間 教 材 費

市民救命士講習 
【普通救命コース】 

呼吸や心臓が止まったときに必要な応急
手当と AED の取扱いなどの習得 

３時間 無  料

市民救命士講習 
【小児コース】 

小児・乳児の事故防止及び救命に必要な
応急手当などの習得 

３時間 無  料

市民救命士講習 
【ケガの手当コース】 

骨折、外傷などのケガに役立つ応急手当
の習得 

２時間 無  料

市民救命士講習 
【上級コース】 

上記の各コースに加えて、体位管理、搬
送法などの習得 

８時間 無  料

救急インストラクター講習 
【指導者養成コース】 

より高度な応急手当及び指導技法の習得 24 時間 
（３日間） 

テキスト代
等実費 

（出典：神戸市 HP） 

 

 



≪事例集≫ 
旧居留地連絡協議会防災委員会 

 

 
64

 
地区の事業所のための防災マニュアル作成の手引きや地域防災計画の策定 

阪神・淡路大震災後に旧居留地内の各事業所の防災マニュアルの見直しが３分の１程度の事業

所でしか行われておらず、さらに規模の小さい事業所ほどマニュアルの整備が進んでいないとい

う実態を受けて、防災委員会は、事業所個々の自主防災体制の基盤強化を図るため、平成 10 年１

月に中小事業所を想定したできるだけ簡便な「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」

（図 25）を作成した。手引きには実在する事業所をモデルとした具体的な防災マニュアルの作成

例が整理されている。 

また、防災委員会では、阪神・淡路大震災で得た「自分（自社）の命と財産は、自分（自社）

で守らなければならない」という防災予防原則を前提とし、それでも不足する事柄については相

互支援策を準備するという視点、１万人にも達する来訪者の人命維持のために、行政機関の救護

体制が整うまでの間、支援の手を差し伸べるという視点という二つの視点から、「旧居留地・地域

防災計画」を検討し、策定を行った。 

 

神戸旧居留地・地域防災計画の概要 

(１) 非常時の相互支援 

電子メール等の活用によるネットワーク構築、隣組の組織化 

(２) 非常時の来訪者支援 

救護、情報提供コーナー設置、帰宅困難者への一時待避場所提供 

(３) 普段の備え 

市民救命士、市民防災リーダー養成、各種訓練の実施、計画の定期点検 

（出典：旧居留地連絡協議会 防災委員会について） 

 

  
図 25 「防災マニュアル」作成の手引きと神戸旧居留地・地域防災計画 

（出典：旧居留地連絡協議会「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」、 

「神戸旧居留地・地域防災計画 2008」） 



≪事例集≫ 
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FD カードの導入 

防災委員会の 近の取組として、火災発生時の非常時対応のため、旧居留地の地区内各ビルに

事業所内の危険情報をまとめた FD カード（Fire Defence カード）（図 26）を導入している。 

FD カード：万一、火災が発生した時のビルの防災・減災情報を取りまとめたもので、非常時に

は消防隊にその情報を提供し、被害を 小限にとどめるもの。 

 

  
図 26 FD カードとその使用方法 

（出典：旧居留地連絡協議会提供資料） 

 

 

図 27 FD カードの運用の手順 

（出典：旧居留地連絡協議会提供資料） 



≪事例集≫ 
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⑤  興津小学校 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・高知県四万十町興津地区は、東海・東南海地震が起きた際の津波危険地区であり、過去の地震

においても津波被害を被っている。太平洋に面する興津地区への内陸部からの主要なアクセス

ルートは１つのみであり、有事の際はがけ崩れ等により内陸部とのアクセスが断たれ、孤立地

区となる可能性が大きいことが予想されている。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・平成 17 年度に、文部科学省「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」のモデル地域委託され

たのがきっかけとなり、興津小学校を中心校とした興津地域ぐるみ学校安全体制整備推進委員

会が発足し、会を中心として小学校の安全対策をはじめ、地域の防災活動の推進を行っている。

この会は、地域の防災意識を高めることと防災リーダーの育成を目的としているものである。 

・活動開始当時は地域でも防災意識が異なっていたが、興津地区の３地域のリーダーが現メンバ

ー（平成 24 年３月時点）に代替わりしてから、徳島県に防災学習で訪問したり、防災の専門家

を幾度も招き、興津地区の３地域で協力するための話し合いを「防災」をテーマに行うように

なった。 

 ※地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業： 

学校の安全管理に対する取組を一層充実するため、学校が地域との連携を重視して地域のボラ

ンティアを活用する等、地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備するもの 

 

≪取組の特徴≫ 

・学年ごとに年間学習指導計画を立て、防災学習を実施。防災便りを全戸配布し、学校教育を地

域にも還元している。 

・文部科学省の「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」のモデル地域委託をきっかけに、地

域と学校の関係を強化して地域の人を学校の防災活動に引き込み、学校行事や防災教育への住

民等の参加、学校施設の地域への開放等を行うことで、学校・地域連携での防災活動に取り組

んでいる。 

・先進地域を訪問しての防災学習や有識者を招いて地域で「防災」をテーマに話し合う等の取組

を行っている。 

・防災活動で子供たちや地域が提言した防災に関するハード整備等はそのまま行政に伝え、町長

や町役場職員等を交えて話し合い、避難所の移設、ヘリポート、津波避難タワー等の整備を実

現している。 

・地域の防災活動に対して継続的に適切なアドバイス等を行う専門家（コミュニティドクター）

が、地域の活動の継続にアドバイスを与える等、支援を行える体制を構築している。 

防災教育を地域の防災まちづくり活動へ展開。津波避難タワー等のハード整備、コミュニティ

ドクターの支援や防災コンテスト等によるモチベーションの維持等の工夫あり。 



≪事例集≫ 
興津小学校 
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興津小学校の防災教育 取組のポイント 

興津小学校では、興津地域ぐるみ学校安全体制整備推進委員会（以下この章において「委員会」

という。）（表 5）からの支援を受け、学年ごとに年間学習指導計画を立て（表 6）、地域全体で

防災学習に取り組んでいる。 

委員会は、興津小学校を中心校とし、地域の主要メンバー及び役場関係者で組織された、小学

校、中学校、地域住民を対象に防災学習の機会を提供し、地域の防災意識を高めることと防災リ

ーダーの育成を目的とする組織である（表 5）。 

 

表 5 興津地域ぐるみ学校安全体制整備推進委員会メンバー構成 

 

（出典：興津小学校提供資料） 
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表 6 興津小学校 平成 23 年の防災学習の取組 

 
（出典：興津小学校提供資料） 

 

  

図 28 「土砂災害における教育プログラム」授業の様子 

（出典：興津小学校 HP） 
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■主な取組内容 

１.親子防災視察（平成 17 年高知市浦戸地区へ） 

２.徳島県防災センターへの視察研修（平成 21 年は隣接地区の志和小学校と合同で実施） 

３.避難訓練と救護法講習会（地域への広がり） 

４.薪作り教室・防災サバイバルキャンプ 

５.非常時を想定した地域防災炊き出し（平成 17 年から２年毎に実施） 

６.防災講演会から防災シンポジウムへ 

７.進化する防災マップづくり（平成 17 年～） 

８.行政との提携（海抜シール）すすむ避難所整備、念願の保育所・さくら貝の移転実現へ 

９.防災便りの発行（全戸配布） ３・４年生の副読本に教材化 

10.総務省指定 そして国土交通省・京都大学・筑波大学との共同授業 

■取組の際のポイント 

１.小学校では、先進地域で取り組まれている『遊ぼうさい（防災）』という視点を大切に地震に

対する恐怖心だけを植えつけるのではなく、いろいろな取組を楽しみながら経験する。２年目

から災害復興力をやしなうために、サバイバル精神の涵養をプラスする。 

２.児童数（指定当初 41 名…平成 22 年現在 35 名）、職員数（11 名）を考えてあまり大きな背伸

びをするような取組は避け、ささやかでもやってよかった、子どもたちと保護者・地域の意識

が変わったねという防災学習をすすめる。 

３.学年ごとに年間学習指導計画をたて，防災学習を実施する。ただ地震・津波について調べるの

ではなく、自分の「命」を守り、他人の命を守ることを考えながら防災学習をすすめる。 

４.学習を深める中で、地域の人たちとのかかわりを大切にし、地域の人と一緒になって地震・津

波に強い興津地域をつくっていく。 

５.子どもたちが防災について学んだこと、経験・感じたことを積極的に地域に情報発信する。 

６.防災力を強化にむけ日々努力している地域の姿を知り、将来の地域防災のリーダーを育てる。

７.南海地震のとき町の中心地のある台地部をつなぐ道が寸断され、一定期間の地理的孤立が予想

される中で、３地域の共同性を高め、地域全体の防災力を強化する取組を行う。 

８.やってよかった！！取り組んだみんなが元気になり、「地震･津波に強い地域にかわっていく」

ことを実感できる。子どもたちは地域から知恵と力をもらい。地域は子どもたちから・・ 

〈相互利益主義を大切に〉・・・防災を取り組まなければという義務感だけでは息の長い取組はで

きない。できれば学校･地域･行政のよい関係のキャッチボールを（三位一体の取組へ） 

図 29 興津小学校の防災教育 取組のポイント 

（出典：南海地震から身を守るための地域と連携した防災教育 

http://www.kochinet.ed.jp/okitsu-e/bousai/presentbassui.pdf） 

 



≪事例集≫ 
興津小学校 
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防災学習の地域への還元 

取組の初期段階として、住民の自主防災の意識を高めるために専門家を招いたり、先進活動地

域のリーダー等を訪問することにより、先進事例からの学びを取り入れ、また、活動の様子を「防

災便り」や小学校のお便りという形で住民への全戸配布している（図 30、図 31）。 

防災学習では、地域の防災活動に対して適切なアドバイス等を行う専門家（コミュニティドク

ター）を定期的に招いて、今後の興津の防災について小学生や保護者、その他の住民等と意見交

換等を行うなど、地域の活動や取組に対して専門家の支援を受ける体制が整っている。 

 



≪事例集≫ 
興津小学校 
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図 30 興津地域防災便り 

（出典：興津地域ぐるみ学校安全体制整備推進委員会「興津地域防災便り 第 16 号」） 
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図 31 興津小学校だより「はまゆう」 

（出典：興津小学校だより） 
 



≪事例集≫ 
興津小学校 
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防災マップ作り 

興津小学校では、防災教育の一環として、子供たち自身がフィールドワークで地域の現状や問

題点、災害時の危険な場所等を認識し、その後の活動へ結びつけるための防災まち歩きを行って

いる。 

また、近い将来予想される地震・津波に備え、防災意識を高め、「より早く安全に避難場所に

避難してもらう」ことを目的に、５・６年生児童が足と目で調べながら、カラーの手作りマップ

（図 32）を作成している。 

マップは、以下の点について留意する形で作成されている。 

 

 地域性・テーマ性（地域災害の特性や問題点等） 

「地域の災害や危険な場所等を想定した作品作りができているか」 

「地域災害の特性や問題点等が明確になっているか」 

 ビジュアル性（地図等の工夫） 

「色や写真、イラスト等を効果的に活用しているか」 

「多くの人に見やすく、わかりやすい作品になっているか」 

 提案性（子どもの視点でのまちへの提言等） 

「子どもならではの発見やまちへの提言が書かれているのか」 

「マップを通して伝えたいことが明確になっているか」 

 教育効果性（子どもたちの防災意識の変化等） 

「マップを作成するにあたり、しっかり地域を調べているか」 

「地域住民のコミュニケーション等により、多くの人から見えるか」 

「学んだ姿勢がみえるかどうか」 

 

  

図 32 興津防災マップと作成のためのフィールドワークの様子 

（出典：南海地震から身を守るための地域と連携した防災教育 

http://www.kochinet.ed.jp/okitsu-e/bousai/presentbassui.pdf） 
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趣向をこらした訓練の実施 

興津小学校では、学校での防災訓練の取組に対して地域の人に興味をもってもらうために、訓

練に毎回新しい発想を取り入れている（避難するだけではなく、防災倉庫を開けて非常食を食べ

てみる、非常食を参加住民に配布する、マスコミの取材活動を防災活動の活性化に利用する、高

齢者体験避難訓練を行う等）（図 33、図 34、図 35）。避難についても、同じ場所から避難する

のではなく、学校から、家から、と毎回状況を変化させたり、警察官や消防団に避難誘導しても

らい避難訓練の評価してもらったり、消防車を呼んで放水させてもらう等の工夫を行っている。 

 

  

図 33 平成 23 年炊き出し訓練・避難訓練の様子 

（出典：興津小学校 HP） 

 

＜12 月 4 日 第 4 回興津津波防災炊き出し訓練＞ 

興津地域防災炊き出し訓練 

 

日時 平成 23 年 12 月 4 日（日） 

会場 興津小学校運動場（雨天時：校舎南側で調理、体

育館で試食） 

内容 防災炊き出し、防災グッズ・非常食展示 

目的 

①小学校の運動場を使い、小学校児童・保護者、

役員、地域有志で、大なべとドラム缶くど（ま

きのみを使用）を使っての炊飯（炊飯袋使用）

と豚汁等を作り、非常時の不便さと地域の共同

性の重要性を確認する。 

②町役場、高幡消防組合四万十清流消防署等の協

力を得て、『防災関連グッズ等の展示コーナー』

をつくり、地域住民への啓発に努める。 

③全校児童、生徒が主体的に調理下準備、調理等

に参加する中で、地域の未来を担う児童の防災

意識の涵養に努める。 

参加対象 小学校児童、中学校生徒、教職員、

保護者、興津地域ぐるみの学校安全体制整備推

進委員会、地域の方々等 

 ※参加目標人数 400 名 （興津地区の人口

は約 1,100 名） 

 

 

 

図 34 平成 23 年度興津地域防災炊き出し訓練の詳細 

（出典：興津小学校 HP） 
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図 35 炊き出し訓練タイムテーブル 

（出典：興津小学校提供資料） 
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児童による防災提言 

以上のような興津小学校と委員会による、小学校、中学校及び地域住民を対象にした防災教育・

防災学習において、児童や地域から出された意見については、「防災提言」（図 36）として取り

まとめ、学校や地域の代表が「防災提言」を行政に持ちかけている。行政は「防災提言」を参考

として、避難所や津波避難タワーの整備、道路の整備等を行っている（図 37、図 38）。 

また、大規模災害発生時に地区が孤立した場合に利用することを想定して、ヘリポート等の整

備も始まっている。整備を行う上での権利者等との調整に関しては、地域が率先して行っている。 

 

図 36 ６年生による防災提言 

（出典：南海地震から身を守るための地域と連携した防災教育  

http://www.kochinet.ed.jp/okitsu-e/bousai/presentbassui.pdf） 
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図 37 避難所等の整備の様子 

（出典：南海地震から身を守るための地域と連携した防災教育 

http://www.kochinet.ed.jp/okitsu-e/bousai/presentbassui.pdf） 

 

 

図 38 保育所・デイサービスセンターの高台への移転 

（出典：南海地震から身を守るための地域と連携した防災教育 

http://www.kochinet.ed.jp/okitsu-e/bousai/presentbassui.pdf） 
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活動の対外発信や表彰等によるモチベーションの維持 

学校や地域で行った防災学習・防災教育の成果を防災コンテストやマスコミを通じて世の中に

発信することで、活動のモチベーションを高めるといった工夫を行っている。 

 

（興津小学校が参加した防災コンテスト等） 

全国防災ミーティング、興津小学校学習発表会、興津防災シンポジウム、小学生のぼうさい探検

隊マップコンクール、ぼうさい甲子園、アジア防災教育子どもフォーラム等 

 

 

 

図 39 ぼうさい甲子園大賞の受賞 

（出典：毎日新聞社 HP http://www.mainichi.co.jp/event/edu/bousai/2008/000306.html）
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⑥  NPO 江東区の水辺に親しむ会 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・東京都江東区は多くの河川があり、水辺と緑を活かしたまちづくりを推進している地区である。

ゼロメートル地帯が存在しており、集中豪雨等により大規模な水害が発生するおそれのある地

域である。 

・河川沿いの道路は、災害時に有効な避難路となると考えられるが、未整備でつながっておらず、

いざという時に使えない。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・理事長が東京都の 21 世紀の水辺を考える「江東内部河川流域連絡会」に委員として参加したこ

とをきっかけに、河川があり、水辺に接している地域の住民の方々に対して、今以上に水辺を

身近に感じる機会を提供し、地域がさらに豊かで楽しいものとなるよう、河川や水辺に関する

まちづくり、環境、景観、交流の活動の必要性を考え、NPO を設立した。 

・水辺に関する情報を多数集めることから活動を始めていたが、治水という観点から「水は怖い

ものである」という人々の意識があることを知り、水辺の防災というところに活動の視野が広

がった。 

 

≪取組の特徴≫ 

・本来の活動である水辺に興味を持ってもらうためのイベントの中で、東京を守る堤防を知るた

めの企画、防災意識づくりのための乗船体験（門前仲町の河川の船着場を知るという目的で）

等のイベントを行い、活動を通した「実体験」による防災意識の住民への浸透を狙った活動を

行っている。 

・大学やその他関連団体と協働で防災船着場の設置、マンションにおける水辺を意識したハード

整備の提言等を行っている。 

・活動を行う上で、観光協会、商店会、大学、マンション協会及び他関連団体と連携し、協働に

よる活動を実施していることが大きなハード整備等の実現につながっている。 

 

NPO 江東区の水辺に親しむ会主催イベント 

■通常イベント：水彩サロン、水彩フェスティバル、リバーガイドの養成（水辺の歴史や環境の

エキスパートとして）、お江戸深川さくらまつり、等 

■防災イベント：堤防を守る体験の活動、防災訓練（門前仲町の河川の船着場を知るという目的

で）、乗船体験等水辺に関する防災イベント、等 

河川や水辺に関するまちづくりを目的とした NPO 法人が主体となり、イベントや平時の活動に

「防災」のテーマを組み込むことで地域の自助・共助のまちづくりを実施 
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NPO 江東区の水辺に親しむ会の概要及び推進体制 

NPO 江東区の水辺に親しむ会は、東京都江東区の水辺から、全国、世界の水辺のまちづくりを

視野に入れて、水辺から防災、景観等を考えるまちづくりの交流・研究活動を行っている組織で

ある。河川があり、水辺に接している地域の住民に対して、今以上に水辺を身近に感じる機会を

提供し、地域がさらに豊かで楽しいものとなるよう、河川や水辺に関するまちづくり、環境、景

観、交流の活動を行っている。活動は主に江東区民の意識啓発を目的としている。平成 12 年９月、

東京商船大学（現・東京海洋大学）や地域と協働で開催した『水彩フェスティバル』をきっかけ

に活動が拡がり、同大学と協力し、河川や水辺の視察見学会、勉強会を実施している。活動は、

観光協会、商店会、大学、マンション協会、他関連団体との連携により、イベント等を通して行

っている。防災の取組についても、他イベントと同様に水辺に関するイベントの一つとして取り

組んでいる。 

 （出典：財団法人都市防災研究所 防災まちづくりポータルサイト 

http://www.udri.net/portal/matidukuri/jirei/jireinew/syousai8.htm） 

 
 
地域住民の興味・関心のきっかけづくりとして、イベントの中で防災に関わる取組も実施 

平常時の活動としては、地域の住民に水辺に興味を持ってもらうためのアピールとして、水辺

空間の活用事例等を知る講座形式の水彩サロン、水彩フェスティバル、お江戸深川さくらまつり

等、「水辺に親しむ」イベントを開催している。そのイベントの中で、防災に関わる取組として、

乗船体験を「防災船着場を知り、災害時の船の有効性を知る」という目的も兼ねて実施している

（図 40、図 41）。 

また、東京を守る堤防を知るという目的で利根川・渡良瀬遊水地の草刈り体験ツアー等の企画

も行っており、住民の防災に対する意識啓発を行っている。利根川の治水活動である堤防の草刈

りを通じて、利根川や渡良瀬遊水地と東京の関わりを知るきっかけをつくっている（図 42）。 

 

 

図 40 水彩フェスティバルの乗船体験（和船友の会） 

（出典： NPO 江東区の水辺に親しむ会 会報 2011 年 12 月 1 日発行、 

内閣府 平成 20 年度 広報ぼうさい） 
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図 41 水彩フェスティバルでの乗船プログラム内容 

（出典：NPO 江東区の水辺に親しむ会 HP） 

  

   
図 42 堤防を守る活動の様子 

（出典：NPO 江東区の水辺に親しむ会 案内資料） 
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NPO・行政・マンション事業者の協働による水辺空間の整備 

小名木川のほとりにあるレンガでできた工場跡地の開発事業の際、NPO 江東区の水辺に親しむ

会が中心となり、地域の歴史の継承と水辺空間の一体的な整備の必要性を江東区やマンション開

発事業者に働きかけ、地域のイメージにあったレンガ造りをモニュメントとして残し、小名木川

という水辺環境と景観の保全を考慮したまちづくりを主導した。三者の協働により、区有地と民

有地を一体化した計画として、河岸から見た建築物の外観設計に工夫をこらしつつ、河川の堤防

の一部改修、地盤の嵩上げ及び河岸遊歩道、広場の設置を行った。この取組は、日本不動産学会・

業績賞を受賞している。 

（出典：NPO 江東区の水辺に親しむ会 HP） 

 

（受賞理由（抜粋）） 

NPO 法人江東区の水辺に親しむ会の署名運動に基づく誠実かつ絶え間ない努力と、江東区、開

発事業者への働きかけがあり、また、江東区および開発事業者もこれに協力したという前向き志

向的共同作業は、この地域ばかりでなく他の地域での今後の再開発への良き先例を作ったものと

して高く評価できる。                  

（出典：社団法人日本不動産学会） 

 

   

図 43 目指したい川と街が一体となったまちづくり（左：イメージ図）と、 

実際実現した河川敷・区道・マンション敷地の一体整備の様子（右図） 

（出典：(財)国土計画協会 人と国土 21 2009．3「NPO ネットワーク NPO 江東区の水辺

に親しむ会 水辺から街を変える—知る、見るから実践へ」） 
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防災船着場の検討と整備 

国土交通省の全国都市再生モデル調査「防災対策を考慮した水と緑のネットワーク再生事業」

において、共同で検討した東京海洋大学の協力のもと、災害時にも強く、平常時にも魅力的な水

と緑のあり方の検討、避難場所や船着場の位置の検討、舟運活用のための水深と橋梁の調査、水

と緑に関する市民の意識調査を行い、水辺の会主導により芝浦工業大学前に仮設船着場を作った

（図 44、図 45）。 

これは前述の乗船体験により、地域の方に船着場設置の重要性が認知されたことで、江東区と

芝浦工業大学が資金を出し、スロープやポンツーン等を芝浦工業大学前の運河に整備することと

なったものである。実体験により地域の方の水辺に対する見方を変え、水辺への理解や親和性が

増したことによって、まちづくりに対する住民の意見を引き出し、ハード整備につなげることに

成功している。 

（参考：江東区、豊洲地区運河ルネサンス協議会 豊洲地区運河ルネサンス計画書 

http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/46042/46134/file/t.pdf） 

 

※全国都市再生モデル調査：内閣官房都市再生本部が推進する都市再生の取組①「都市再生プロジェクト」の
推進、②民間都市開発投資の促進、③全国都市再生の推進において、特に③全国都市再生の推進に関して全
国各地で展開される「先導的な都市再生活動」を、国が対象となる都市再生活動の提案を募集し、「全
国都市再生モデル調査」として支援するもの。 

 

図 44 江東区の水辺に親しむ会と東京海洋大学の活動の様子 

（出典：平成 15 年度全国都市再生モデル調査防災対策を考慮した水と緑のネットワーク再生事業

検討業務概要、江東区 HP） 

 

 

図 45 芝浦工業大学前に作った仮設船着場 

（出典：(財)国土計画協会 人と国土 21 2009．3「NPO ネットワーク NPO 江東区の水辺に親しむ

会 水辺から街を変える—知る、見るから実践へ」） 



≪事例集≫ 
NPO 法人ア! 安全・快適街づくり 

 
84

 
⑦ NPO 法人ア! 安全・快適街づくり 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・活動拠点の東京都葛飾区新小岩北地区は、荒川、中川、新中川の３つの川に囲まれたエリアで

あり、かつては田園地帯であった。 近では、工業用水の過剰くみ上げに伴う広域にわたる沈

下現象が起こっているが、住民の多くは地盤沈下による影響を感じておらず、地盤沈下によっ

て水面下となった地域の広域に市街地が形成されることとなった地域である。 

・荒川・中川は天井川になっていて、大震災が発生すると、荒川・中川の堤防が切れる心配があ

り、また、いったん水が市街地に流入すると、広範囲にわたり、長期間冠水する恐れがある 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・東京都建設局長として隅田川沿いのスーパー堤防建設を進めた理事長と葛飾区西新小岩で事業

を行っていた副理事長（理事長は、副理事長と同郷で高校の同級生という関係）が、共通に持

つ洪水体験からスーパー堤防の必要性を感じ、河川管理者が行うスーパー堤防整備事業を契機

に本地区の０メートル市街地の実態に地域が理解を深め、また克服することを願って活動を始

めた。危険性を熟知した専門家（都職員 OB）と、長年にわたり地域で事業経営してきた民間経

営者がタッグを組んだ、取組である。 

・創設のミッションは、①地域の住民、ゼロメートル市街地の事実を理解してもらうこと、その

ために専門家や研究者、行政、地域と連携して地域の地域によるビジョンを創っていくこと、

②広域ゼロメートル市街地は、工業用水の過剰なくみ上げという産業活動に伴う郊外型の地盤

沈下の結果であるから、地盤の高さを元に戻す責任が公共側にあるが、膨大な経費と時間がか

かり、非現実的であるため、川沿いに沿ってスーパー堤防を創ることや、地域に遭った工夫で

安全・快適街づくりを行い、減災化を図ること、③１ha 以上の更地が発生するような場合、街

づくりのチャンスととらえ、水と緑の「東京一番の街」を住民の発意で作ることを目指すこと、

である。 

・NPO の当初メンバーは都職員ＯＢ中心の 50 人で、地元との縁がなかった。そこで、青山副知事

（会員）を講師としてシンポジウムを開催した。副知事の講演ということで、都や区の行政マ

ンが聞きに来たことにより、NPO のことが都や区に認知された。次は地域に入りたいと考え、

都市再生モデル事業にエントリーし、地域に入って取り組んだ。行政ＯＢのメンバーがいて役

所の仕組みを熟知していたことで、行政や地域に認知されるための戦略・戦術（水位表示ポー

ルの設置、勉強会の開催、子供参加の川沿い環境体験等）を立てることができた。 

 

≪取組の特徴≫ 

・2002 年の創立以来、NPO としての積極的な活動と、大規模水害を自分たちの課題として考える

ためのワークショップ・体験学習（ボート乗船による下船体験、川から街を見るイベント等町

が水面下にあることを実感する体験）を展開している。 

ゼロメートル地帯を有する地域へのスーパー堤防の必要性から、NPO 法人が主体となり、水害

対策や防災まちづくり促進し、地域へ展開 
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・取組初期は、地域が低地帯であることを認識するための水位表示板の設置、洪水ハザードマッ

プの副読本「洪水に備えて」の作成と区内全戸への配布、災害の歴史・記録・活動紹介等のパ

ネルの作成とそれらのシンポジウム等での展示等で地域への認知を図り、その後、長期的な対

策を具体的に検討するまちづくりアクション「新小岩宣言」を作成、地域で認識の共有を図っ

た。さらに、専門家等の協力のもと、広域ゼロメートル市街地研究会を立ち上げ、町会主体で

GIS を利用した防災地理情報の作成とハザードマップを基にした避難・備蓄の検証等も行って

いる。 

・近年では、国際交流、中学生中心のワークショップの開催、内閣府のフォーラムへの参加等、

新たな活動を展開し、地域、学校、研究者や行政との連携を図っている。また、「葛飾区新小

岩北地区ゼロメートル市街地協議会」地域や行政、他 NPO 団体等と設立し、自助・共助・公助

での協働街づくりを行っていく予定である。 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP http://www.banktown.org/index.shtml、 

        渡邉喜代美「コミュニティを生かした減災まちづくり—地域の底力を育てる—」

新都市 2012 年 Vol66 No.2） 

 

図 46 NPO 法人ア！安全・快適街づくりの取組 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり＋広域ゼロメートル市街地研究会 

http://kato-sss.iis.u-tokyo.ac.jp/project/city_below_sea_level/pdf/zenmachi09_panel.pdf） 
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イベントの主催 

ゼロメートル地帯の災害の危険性に目を向けてもらうため、川から街を眺める、スーパー堤防

やスーパー堤防と一体化した街づくりの様子を見学する等のイベントを主催し、NPO 会員の他、

地域や大学生をはじめとする若い人に、乗船体験やスーパー堤防事業の見学を通して、河川と災

害に強いまちづくりについて学ぶ機会を提供。その他、区や都、他の団体が主催するイベントや

シンポジウムにも参加し取組の情報共有を行うことで、知識を増やして、NPO としての活動の幅

を広げている。 

 

表 7 活動初期の主催イベント例 

日時 イベント名 内容 

H14.10.9 東京の今の川と街を見る

会（対象：主に大学生） 

荒川下流工事事務所の協力を得て、視察船「荒川号」に
乗船、荒川岩淵水門を出発し荒川沿いに平井７丁目地
区、亀戸大島・小松川地区で行われているスーパー堤防
事業や、荒川ロックゲート、臨海副都心を見学。臨海部
からは隅田川に入り、大川端や吾妻橋のスーパー堤防事
業などを中心に見学。 

H15.4.17  スーパー堤防街づくり現

場見学会（対象：主に事

業者） 

千葉県市川市にある「パークシティ市川」で、スーパー
堤防整備事業を行うに至った経緯や開発の様子等の説
明の他、スーパー堤防周辺の散策等。 

H16.4.15 川づくり勉強会（対象：

主に大学生、地域） 

土地区画整理事業とスーパー堤防整備事業が一体的に
実施されている平井七丁目地区を皮切りに、小松川地
区、小名木川ロックゲートを見学し、その後、小松川リ
バーステーションからあらかわ号に乗船して荒川、隅田
川のスーパー堤防事業を川から見学。 

H16.9.2 船上見学会（対象：主に

大学生） 

大島・小松川地区のスーパー堤防完成現場の視察及び東
京湾を航行（天候により、荒川河口から砂町運河を通り、
隅田川航行に変更）。 

H16.9.3 スーパー堤防見学会（対

象：主に事業者） 

多摩川・下丸子地区で国土交通省京浜河川事務所と三菱
商事を中心としたグループが共同で事業化を進めてい
るスーパー堤防建設と街づくりの見学。 

H17.1.29 中川気温測定（対象：主

に地域（町内会）） 

河川の街づくりにおける役割を地域に知ってもらうた
め、中川沿川の気温測定会を実施。 

→後日小学校での学習会開催につながる

H17.4.22 東京湾ぐるっと一巡り見

学会（対象：主に地域） 

東京湾臨海地区の景観を、船に乗って下から見上げ、地
元中川左岸の現状と対比することで、その環境の違いを
再認識する。 

以降も多数のイベントを実施している。

 

（参考：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP トピックス 

http://www.banktown.org/topics/topics.htm） 
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水位表示ポールの設置 

NPO 法人ア！安全・快適街づくりでは、過去の台風で、どの位の高さまで中川の水位が上がっ

たか、又地域の地盤が中川の水位とどの位違うかを住民の方々に知って頂くため、自治体等と協

働して地元と話し合いを行い、平成 17 年３月、「水位表示ポール」を東京都葛飾区西新小岩地区

に 8 箇所設置した。また、護岸堤防の壁等にもわかりやすい水位表示を設置している。 

当初、過去の経験から地域が低地帯であると表示すること自体、「地価に影響する」と地域か

らの反対が予想されたが、町会長の賛同・許可を得て、区が動いたことにより実現した。設置に

多くの資金が必要となるポールではなく、町会長の提案で、商店街等の電柱に印を着ける形式も

採用した。さらに近年の大地震、大津波、台風による水害の頻発が「水位表示ポール」設置に賛

成を促したといえる｡ 

 

   
図 47 設置された水位表示ポール・水位表示板 

（青の表示は満潮時の水位、赤の数字は過去 高水位） 

 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP 地域が低地帯であることを表示する「水位表示

ポール」の設置 http://www.banktown.org/topics/suii-pole/suii-pole.htm） 

 
 
長期的街づくりの検討と「新小岩宣言」 

取組中期の活動として、長期的な対策検討のため、石原都知事がオリンピック招致を目指して

地域の活動の助成を開始した新小岩地区の連合町会と連携し、まちづくりアクション「新小岩宣

言」を作成。大規模水害に対する取組を開始した。 

 

「新小岩宣言」 
１．ゼロメートル市街地における大規模水害への備えを地域からはじめます。 
２．お年寄りから子どもまで多世代の交流を進めコミュニティの元気を再生

します。 
３．行政を超えた、地域どうしの協力をすすめます。 
４．住民・地域の小中学校、ＰＴＡ，ＮＰＯ，企業、行政は、お互いに協力

し、大規模水害に備える行動計画の具体化に向けた活動を行います。 

（出典：渡邉喜代美 「水と緑の東京一番の街をめざして—ゼロメートル市街地・街を暮らしを

どう守り育てるか—」 街並 vol49）  
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水害・地震水害対策支援システムの開発 

地震によって堤防が壊れてしまい、津波などによって増水した川の水が町に入ってきた場合に

備えるために、ＧＩＳ（地理情報システム）を活用した住民参画型の地震水害対策支援システム

の開発を進めたいと考え、専門家（東京大学 加藤先生）の指導のもと、平成 16 年度内閣府全国

都市再生モデル調査として、水害・地震水害対策支援システム『市民の安全を守る君』の基本設

計及び画面設計、さらにデモンストレーション版の作成（※）を行った。 

後日、このシステムを用いて地域を対象とするワークショップを開催し、地域の課題に対する

検討材料として活用している。 

（※）システム開発協力：(株)グローシスジャパン 

 

■『市民の安全を守る君』システム概要 

①地域情報分析 ～ 市街地の現況を知る 

 ＧＩＳを活用することより様々な観点からまちの現状を見ることができる。例えば、何階建て

の建物がどのように分布しているのか、人口密度はどうなっているのか、などまちの状況をつぶ

さに知ることが可能である。 

②浸水シミュレーション ～ 被災状況を知る 

地震によって堤防が壊れたときに、川の水がどのように浸入し、広がっていくかを計算するこ

とができる。堤防の壊れる箇所を設定してあげることで、何時間後に何丁目が何メートル、水に

浸かってしまうかが想定できる。 

③課題分析 ～ まちの課題を知る 

浸水したときに、どこにどの位の時間で逃げなければならないのか、各町会単位で避難しなけ

ればいけない住民の方々の数を赤色で、安全な空間に収容できる人の数を緑色で示すことができ

る。また、避難の状況をシミュレーションすることも可能である。 

④対策支援機能 ～ 対策を考える 

避難シミュレーションではっきりした課題に対して、まちの中にある集合住宅や商業施設など

と防災協定などを結ぶことによって避難可能な空間として活用し、万が一の際の避難空間として

活用すること、収容人口がどれだけ増え、避難がより安全かつスムーズに行われるようになるか、

再度計算して効果を確認することが可能である。また、ある地区をスーパー堤防化すると、どれ

ぐらいの収容人口が増え、避難が容易なるか、などという評価も可能である。 

 

 （出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP 水害・地震水害対策支援システム 

http://www.banktown.org/suigai-shien/sugai-shien.htm） 
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活動内容の地域への還元 

NPO 法人ア！安全・快適街づくりは、地域の住民を

対象に「地震で堤防が破れた時」と題する説明会を地

元町会と共同で開催し、これまでの活動内容（水位表

示板の設置、「水害・地震水害対策支援システム・市

民の安全を守る君」の開発）についての報告や、｢地

震で堤防が破れた時｣と題する講演を行い、地域の課

題認識や防災街づくりへの意識啓発につなげている。

この様子は報道機関からも取材され、後日全国に紹介

されている。 
 

図 48 地域への説明会の様子 

（報道機関も取材） 

  

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP トピックス 

http://www.banktown.org/topics/h18.10katsudou/h18-katsudou.htm） 

 
また、地域を対象にしたワークショップにおいて、「自助、共助、公助」の理念と「自助、共

助の重要性」の確認や、「公助」の防災体制を知るための勉強会を開催し、地域の「自助、共助」

による具体的な対策に結びつけていく基礎を作っている。 

（参考：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP トピックス 

http://www.banktown.org/topics/h19_1_26workshop/h19_1_26workshop.htm） 

 

また、NPO の成長と共に、協力する立場の町会も徐々に変化した。NPO の活動が地域に根付きつ

つある結果、町会ないでも防災意識が向上し、さらに NPO への協力体制が構築された。 

例えば、地域の町会では、組織的に災害時に対応できるような練習をしている。町会の世帯数

は、1500 世帯程度である。そこを 500 世帯程度毎に分け、防災の責任者をつけている。3 地区で

要介護者のリストを作成するため、自己申告方式ではあるが住民に自身に情報提供を呼びかけ、

終的には町会で取りまとめた。責任者がそのリストを管理し、まち歩き等により 1 年に 1 回更

新する方針を採用している。 

さらに、災害時に地域を守る人材を確保するため、町会役員に加え、平常時は町会に積極的に

参加する余裕はないが有事には活動ができる住民のリストを作成している。役員に加え、30～40

名程度である。市民消火隊として C 型ポンプの操作等を担う。若手の人材がいないということが

課題であったが、町会の役員にならなくても良いので、いざというときのみ活動してほしいと粘

り強く交渉をしたところ、40 歳代の若手が入ってくれたという。 
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小冊子「洪水に備えて」の発行 

NPO 法人ア！安全・快適街づくりと葛飾区が協働で実施している事業の一環として、ポケット

に入る１２ページ立てのハンディタイプのハザードマップ副読本「洪水に備えて」を発刊。区の

防災リーダー研修会で配布し、その後区の全戸にも配布を行っている。 

 

 

図 49 小冊子「洪水に備えて」 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP トピックス 

http://www.banktown.org/topics/kouzui/kouzuinisonaetenitteituika.html） 
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自治体との共同事業への積極的参画 

NPO 法人ア！安全・快適街づくりは、区や都・他団体との共同事業に積極的に申請を行い、活

動費用の行政からの助成を受け、活動の推進を図っている。 

 

葛飾区新小岩北地区ゼロメートル市街地協議会 

「新小岩北地区輪中街づくり事業」（平成 23 年度、平成 24 年度） 

東京都から 985 万円（そのうち 23 年度は 355 万円）助成 

事業内容：ゼロメートル市街地において大規模な水害が発生した場合でも、住民の命が守

られるモデルとなるコミュニティ環境づくりを進めることを目的として、葛飾

区新小岩北地区において河川・水路に囲まれた「輪中」を単位とした安全・安

心まちづくりの仕組みを構築する。 

 

①東日本大震災の被災地の教訓を学び、平常時から、地域の安全を守る「近隣 

関係継続計画」（LCCP）を検討し、LCCP の基盤となるツールや仕組みづくり

を進めること。 

②東日本大震災の被災地と交流・支援を行い、被災地からは災害に備える実践

の知恵を得、被災地へはコミュニティ再生への支援を行うこと。 

③運命共同体として水害に備える地域を、「輪中地域」として位置づけ、地域

の様々な担い手が協働して取り組む組織「輪中会議」の理念を確立し、設立

準備を行う。 

④助成期間終了後も「輪中会議」や被災地交流・支援を継続的に行うために「輪

中基金」を創設すべく、準備活動を行うこと。 

 

 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP トピックス 

http://www.banktown.org/topics/moderusaitaku/moderusaitaku.htm） 

 

 

図 50 遂行体制 

（出典：NPO 法人ア！安全・快適街づくり HP） 
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⑧  山治ビル 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・茅ヶ崎市は相模湾に面し、東京、横浜のベッドタウンとして人口が増加している地域である。

湘南海水浴場を有し、観光都市としても多くの人が訪れる地域である。茅ヶ崎市は東海地震の

発生による被害が想定されている地域であり、津波の被害に遭うリスクを抱えている。 

・山治ビルは、JR 茅ヶ崎駅から徒歩１分の立地にある６階建てのビルであり、屋上から JR 茅ヶ

崎駅ペデストリアンデッキが一望できる場所にある。 

・東日本大震災の際に、JR 茅ヶ崎駅のペデストリアンデッキ上には 1,000 人近くが滞留する等、

混雑しており、早期に対応するためにも駅周辺の防災拠点が必要であった。 

・「はまけい（茅ヶ崎・浜景観づくり推進会議）」、「ＴＡＪ（タージ）（しょうなん茅ヶ崎災害ボラ

ンティア）」等、地域の市民活動が盛んな地域である。 

 

≪活動のきっかけ≫ 

・東日本大震災の際に、JR 茅ヶ崎駅のペデストリアンデッキ上に帰宅困難者があふれていたこと

から、JR 茅ヶ崎駅の帰宅困難者対策の拠点が必要であると感じていた山治ビルオーナーが、東

日本大震災を受け、海側のマンション等の津波一時退避場所協定の締結を進めていた市役所に

対して、市役所と連携した帰宅困難者対策の防災協力について提案した。 

 

≪取組の特徴≫ 

・山治ビルから茅ヶ崎市に対し、津波避難ビル指定・協定締結を要望。 

・帰宅困難者対策について、駅前の情報を取りやすい場所に立地する山治ビルが、災害時の駅周

辺の混雑状況の情報伝達を実施することを協定で定めている。 

・寝具店と「寝具・毛布等供給協定書」を締結し、災害時に寝具の提供を受けられるようにして

いる。 

・海岸に近い民間マンションの管理組合との間で、災害時に建物内の住民等に危機が迫った場合、

山治ビルで受け入れる内容の民間同士による「地震・津波待避所協定書」を締結しており、市

とも連携して帰宅困難者受入施設設営訓練等も実施している。 

・協定締結後にマニュアルの作成、備蓄の推進、訓練等を実施し、緊急時に直ちに活用できる準

備をしている。 

 

津波避難退避所や帰宅困難者の一時受け入れ場所として、民間同士で協定の締結や対策の推進

等を進める 
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茅ヶ崎市と山治ビルとの協定 

東日本大震災の際に、JR 茅ヶ崎駅のペデストリアンデッキ上に帰宅困難者があふれていたこと

から、帰宅困難者対策の拠点が必要であると感じていた JR 茅ヶ崎駅前の山治ビルのオーナーは、

茅ヶ崎市が東日本大震災後、海側のマンション等の津波一時退避場所協定の締結を進めていたこ

とを受け、茅ヶ崎市に対し津波避難ビル指定の緊急提案を行った（平成 23 年４月 27 日。指定は

平成 23 年６月 1 日）。その後、山治ビルオーナーは、平成 23 年８月１日に帰宅困難者のビルへの

受入れに係る協定締結の要望を提出し、平成 23 年８月 10 日、茅ヶ崎市との間で協定を締結した

（図 52）。津波避難場所、帰宅困難者収容場所としてだけでなく、津波や駅周辺の混雑状況につ

いて、ビルの屋上等から確認が可能であるため、行政と連携した情報収集・発信の拠点としてビ

ルを利用できる協定となっている。 

協定締結後、茅ヶ崎市から山治ビルに対し、毛布 50 枚が災害用に貸与されている。台風で鉄道

の運行が乱れた際には、協定に基づき、駅の状況の市への伝達を実際に行った。 

 

市内初の災害時協定へ、帰宅困難者受け入れ 

茅ヶ崎市と市内の民間ビルが先ごろ、災害時に想定される帰宅困難者の受け入れや、情報提供

を柱とする協定を結んだ。東日本大震災を受け、市は海側のマンションなどを津波からの一時的

退避場とする協定を進めてきたが、帰宅困難者の受け入れも盛り込んだ協定は市内初という。 

市と協定を結んだのは、ＪＲ茅ヶ崎駅北口近くに建つハスキー企画が管理する「山治ビル」。

地下１階、地上６階建ての屋上付きで外階段がある。同企画の加藤信吾社長（60）が 上階に「ハ

スキーズ・ギャラリー」を開設しているほか、美容室や飲食店などのテナントが入居している。 

市防災対策課によると、東日本大震災が発生した３月 11 日、市民文化会館や総合体育館などに

は約 600 人の帰宅困難者が集まり、新たな受け入れ先の確保が課題となっていた。 

協定は市防災対策課と協議を進め、10 日に締結。災害時、帰宅困難者に開放するのは６階のテ

ラスとギャラリーで、テラスは無許可で入場可能。約 90 平方メートルのギャラリーは加藤さん立

ち会いで入室できる。立ち会いのための連絡先はビルの張り紙に明記し、24 時間態勢で連絡を受

け付ける。 

生活用水や発電機、照明などを備蓄。市の毛布も約 50 枚保管する予定という。加藤さんは「東

日本大震災当日は駅前には人があふれていた。自

由に入れ、一時的に避難できる場所がもっと必要」

と話す。 

このほか、ハスキー企画は近隣の寝具店と災害

時の寝具の貸与などを融通する協定も独自に結ん

だ。加藤さんは「地域で行う『共助』にも事故発

生などのリスクはある。だが、災害時に役に立て

ないのであれば企業市民として不本意。民間の施

設もまちを守る立場にある」と話している。 

 

図 51 山治ビルの防災対策（備蓄状況） 

（出典：カナロコ 2011 年８月 16 日） 
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災害時等における茅ヶ崎市と有限会社ハスキー企画との協定書 

 

茅ヶ崎市（以下「甲」という。）と有限会社ハスキー企画（以下「乙」という。）は、災害時（地

震、津波、風水害及び武力攻撃災害）等に対し、甲は防災の第一次的責任を有する基礎的な地方

公共団体として、乙は地域に密着して市民活動の一環である社会貢献を行う企業市民として、甲

乙協力のもと、災害等の拡大防止と被害軽減に努めるため、次の通り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害発生時における帰宅困難者対応及び津波発生時の一時退避場所につい

て、乙の施設への甲の協力要請と乙の受諾に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請、受諾及び協力事項） 

第２条 災害発生時（津波発生時を含む。以下「災害発生時」という。）、甲の要請に基づき、乙

は次に掲げる事項について協力することを了承する。ただし、甲の要請がない場合において、

乙の判断で協力事項を実施したときは、甲へ実施した旨の報告をすることにより、甲からの要

請及び乙の受諾に変えるものとする。 

（１）駅周辺状況の情報提供 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

（３）帰宅困難者等の受入 

（４）帰宅困難者等対策に係る周辺事業所等への協力依頼 

（５）帰宅困難者等対策及び津波避難対策に係る対応市職員の公務場所の提供 

（６）津波発生に伴う津波一時退避場所の提供 

（７）防災備蓄資機材の備蓄場所の提供及び保管 

 

（駅周辺状況の情報提供） 

第３条 災害発生時、甲の要請により、乙は乙所有の山治ビル（所在地は新栄町１番１号。以下

「乙のビル」という。）階上より目視可能な範囲において、駅周辺状況について、甲に情報提供

の協力を行うものとする。 

２ 乙の情報提供にあたっては無償協力を原則とする。 

３ 情報受伝達のため、甲は乙に MCA 無線を無償貸与することとする。ただし、充電等に要する

電気代については乙の負担とし、貸与期間は別に甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（帰宅困難者等への情報提供） 

第４条 災害発生時、甲の要請により、あるいは乙の判断により、乙のビル１階の柱を利用して、

甲の用意する帰宅困難者等への情報提供のための看板等の掲出について無償で協力するものと

する。 
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（帰宅困難者等の受入） 

第５条 災害発生時、甲の要請により、あるいは乙の判断により、乙は乙のビルの「ハスキーズ・

ギャラリー」（以下「乙の施設」という。）を帰宅困難者等の避難場所あるいは一時退避場所と

して提供する。 

２ 乙の判断により帰宅困難者等を受け入れた場合に発生する費用については、帰宅困難者等の

負担とする。ただし、甲の要請により帰宅困難者等を受け入れた場合における、帰宅困難者等

が使用した光熱水費及び避難者等を受け入れたことを起因とする乙の負担した費用について

は、甲が負担するものとし、特別な事情があるときは、甲乙協議の上、決定する。 

３ 乙が甲及び帰宅困難者等へ請求する負担額については、適正価格に設定するよう努めること

とする。 

 

（帰宅困難者対策に係る周辺事業所等への協力依頼） 

第６条 帰宅困難者等を受け入れるにあたり、乙は乙の判断により乙のビルに存する飲食を業と

する店舗その他に対し、交通機関が再開されるまでの間の食事提供等の協力依頼に努めること

とする。ただし、飲食に係る費用は、乙または乙の依頼を受けて協力する店舗等の責任により、

帰宅困難者等の負担とする。 

２ 乙は、乙が協力を依頼した店舗等に対し、前項による帰宅困難者等の負担額については、適

正な価格が設定されるよう努めることとする。 

 

（帰宅困難者等対策及び津波避難対策に係る対応市職員の公務場所の提供） 

第７条 帰宅困難者等対策及び津波避難対策のため、甲の要請により乙は乙の所有する事務所を

災害に対応する市職員の公務場所として提供するものとする。 

２ 乙が提供する場所に備えているパソコン、ファックス、コピー機等の事務用機器及び仮眠用

ベッドを、乙は災害に対応する市職員へ無償提供するものとする。 

 

（防災備蓄資機材の備蓄場所の提供及び保管） 

第８条 乙は乙所有の施設に、甲の所有する防災備蓄資機材を備蓄し、甲と乙が共同して適正か

つ安全に維持管理を行うものとする。 

２ 防災備蓄資機材の種類及び要領等については、甲乙協議の上、別に定めることとする。 

 

（帰宅困難者等の受入期間） 

第９条 帰宅困難者等を受け入れる期間は乙が決定し、津波一時退避のための避難者については

一時退避が回避されるまでとする。 

 

（帰宅困難者等の避難場所の原状復旧） 

第 10 条 甲は、甲の要請に基づいて避難場所として提供された乙の施設が閉鎖された場合、速や

かに原状に復すものとし、閉鎖前であっても、帰宅困難者等の使用に伴う施設及び設備等の損

壊、損傷等について、乙の事業等に影響がある場合は、速やかに原状に復すなどの措置を講じ
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るものとする。 

 

（避難場所開設時の事故等に係る責任） 

第 11 条 甲の要請の基づいて開設した場合の、乙の施設内において発生した事故等に対して、乙

は一切の責任を負わないものとする。 

 

（協定書の有効期限） 

第 13 条 この協定書の有効期限は、協定締結日から乙が協定内容を遂行できなくなるまでとす

る。ただし、乙の代表者が変更となった場合は、その時点で本協定は失効する。 

 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意を

もって協議の上対応するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。

 

平成 23 年８月 10 日 

     甲： 

     乙： 

 

図 52 災害時等における茅ヶ崎市と有限会社ハスキー企画との協定書 

（出典：山治ビル提供資料） 
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山治ビルと寝具店、マンションとの協定 

山治ビルは、帰宅困難者対策について、寝具店と「寝具・毛布等供給協定書」を民間同士で締

結している（図 53）。災害時に提供された寝具の費用については、山治ビルが負担することにな

っている。また、海沿いのマンションと、地震・津波時のマンションの安全機能が失われた場合

に、マンションの住民に対し山治ビルのギャラリースペースを二次避難所として開放する協定を

結んでいる（図 54）。 

 

 
図 53 地震・津波二次待避場所への寝具・毛布等供給協定書 

（出典：山治ビル提供資料） 

 

図 54 地震・津波二次待避場所協定書 

（出典：山治ビル提供資料） 
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山治ビル避難訓練 

山治ビルでは、津波避難ビル・帰宅困難者受入施設としての機能を高めることを目的に、市と

「地震・津波退避所協定書」を締結した海沿いのマンションである茅ヶ崎シーサイドパレスと共

同で、津波避難所・帰宅困難者受入施設設営訓練を実施。市役所との徒歩、電話、防災無線によ

る、被害状況の情報伝達手段を確認している（図 56）。 

また、避難者への情報発信手段としては、茅ヶ崎シーサイドパレスと共同で Web 上に「山治ビ

ル・茅ヶ崎シーサイドパレス 津波避難・帰宅困難者受入一時滞在施設情報」を掲載し、発災時に

は受け入れ可能数等を随時更新可能な体制としている。 

 

 

 

 

図 55 山治ビル避難訓練の実施 

（出典：山治ビル提供資料） 
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2011 防災ハスキー津波避難所・帰宅困難者受入施設設営訓練 

 

共催 茅ヶ崎市 有限会社ハスキー企画 

協力 茅ヶ崎市消費者団体連合会 茅ヶ崎シーサイドパレス 

条件 2011 年 10 月３日（月）15：00 静岡県伊豆半島沖で東海地震発生 地震は相模トラフにも

影響を与え、相模湾沿岸各市に海抜 10 メートル以上の大津波が押し寄せた。茅ヶ崎市はた

だちに「緊急地震速報」「大津波警報」を発令 防災行政無線で市民に避難を呼びかけた。 

JR 東海道線、相模線は不通、道路は寸断され、翌朝 6：00 まで交通機関の復旧の見込みな

し。新栄町エメロード近辺は地震による停電で街路灯は停電、駅北口ペデストリアンデッ

キは市民待避者 1000 名が溢れ、パニック状態となる 

日時 2011 年 10 月３日（月）15：00－16：00 

 

１ 茅ヶ崎市防災対策本部より電話で防災ハスキー宛「防災ハスキー津波避難所・帰宅困難者受

入施設設営命令」受理（受理がなくてもテレビ情報、防災無線情報で設営） 

２ 茅ヶ崎市防災対策本部は、職員を市民への避難誘導、協定書履行、防災ハスキー防災無線貸

与のため、徒歩で本部より防災ハスキーに向かわせる。 

３ 防災ハスキーでは、「看板」、発電機、照明等をビル中央に設置、ビルへの避難を呼びかける

（無人）。 15：30 避難者は看板誘導により許可なく、外階段よりハスキーズギャラリーテ

ラスへ入る。 

４ ビル屋上、ブルーシート設営、一時避難所茅ヶ崎シーサイドパレスに二次避難所設営状態に

あることを告知 （注：2011 年当時の体制。現在は web 上で情報伝達が可能になっている） 

５ テラスに丸テーブル、イス、折りたたみ机で津波避難所を設営、水・ウーロン茶を用意。飲

物、トイレサービスを行う。 帰宅困難のため、宿泊希望者は、「待避所・帰宅困難受入所ご

利用者カード」を記載、引き換えに市貸与の毛布を渡し、ギャラリー入室。ギャラリーでは、

ランタン 10 個以上を要所に設営、停電時の避難体験を希望者にしてもらう。 

６ 防災ハスキーでは、市防災無線、写真にて駅近辺の被害状況をビルから撮影、無線で中心市

街地の被害状況を本部に報告 

７ 避難者へのサービス、飲料水・ウーロン茶を用意（提供）、トイレ、避難者への情報提供。ホ

ワイトボード、ラジオを用意する（FM ナバサ：震度５以上は防災ラジオに切り替わる）。防

災無線で防災対策課に、JR 運行状況、被害状況を問合せ。 JR の運転再開、津波警報の解除

により、避難所解除 

図 56 山治ビル避難訓練の詳細 

（出典：山治ビル提供資料 一部改変） 

 



≪事例集≫ 
東京都中央区 

 
100

 
⑨ 東京都中央区 

 

 

 

≪地区の概要≫ 

・東京都中央区には、大規模なターミナル駅、企業、集客施設等が存在し、日中に中央区内

にいると想定する昼間人口（約 59 万人）の多くが帰宅困難者になると想定されており、地

震発生時の帰宅困難者対策が課題となっている。 

・帰宅を急ぐ人による駅周辺の混乱を避けるため、一時的な避難場所の確保や道路の整備に

ついて、大規模開発企業と協議を行ったり、休憩場所となる民間施設の確保に努めるとと

もに、電車やバスに代わる移動手段として水上交通の活用に努めることを地域防災計画の

中で定めている。 

（出典：中央区 平成 21 年８月 災害に強いまち中央区 中央区地域防災計画概要版） 

 

≪活動を促進するための取組≫ 

・「まちづくり基本条例」では、開発事業を行う際に事業者が地域の市街地環境の整備につ

ながる取組を求められている。テーマは「防災」を含めた複数から選択が可能であり、事

業者にとっても過負荷とならないように配慮されている。 

・帰宅困難者対応の協定を企業と締結しており、東日本大震災の際には、具体的な支援活動

にまでは至らなかったが、普段の意識啓発によって従業員の一斉帰宅を抑止する効果はあ

ったと考えられる。企業が主体的に帰宅困難者対応を行う具体的なマニュアル等の整備、

企業主体の協議会運営等が今後望まれている。 

条例によりまちづくりにおける義務を定めたり、協定書のひな型を作成し提案する等により、

企業の防災への取組を促進 
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条例の制定 

中央区では、平成 22 年に中央区まちづくり基本条例を制定し（図 57、図 58）、延べ敷地面積

が 3000 ㎡以上の建築等を行う事業者に対し、地域の生活環境の向上等に資するテーマ（「環境」、

「防災」、「交通」、「景観形成」の各テーマの項目の中から各２項目以上、「子育て」、「高齢者・障

害者福祉」、「地域活動」、「観光」の各テーマの項目の中から各１項目以上を選択（同条例第４条

第２項、第７条、中央区 開発計画への反映事項に関する指針参照：図 59、表 8～表 16））に沿

った整備を義務化している。 

その中でも、「防災」に関しては、防災のためのスペースの設置や備蓄等、整備するものが明確

であり、開発に対し地域住民からの理解も得やすいため、比較的多くの開発事業者から選択され

ている。この結果、事業者によってマンホールトイレや防災備蓄倉庫等、地域防災に資するハー

ド整備が行われている。 

中央区まちづくり基本条例においては、事業者に地域貢献に資する整備を行わせることが規定

されるとともに、その内容について周辺住民に説明、理解を得ることを条件としており、事業者

側にとっても、開発時の地域住民等への説明の際に、「地域の防災に資する整備を合わせて行う」

ことで地域と良好な関係を築くきっかけともなっている。 

 

○ 中 央 区 ま ち づ く り 基 本 条 例  

平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日

条 例 第 十 六 号

 (目 的 ) 

第 一 条  こ の 条 例 は 、開 発 事 業 が 中 央 区 (以 下「 区 」と い う 。)の ま ち づ く り に

重 要 な 役 割 を 果 た す こ と を 踏 ま え 、ま ち づ く り に つ い て の 基 本 と な る 事 項 を

定 め る こ と に よ り 、 も っ て 中 央 区 基 本 構 想 (平 成 十 年 六 月 中 央 区 議 会 議 決 第

七 十 六 号 )が 示 す 区 の 将 来 像 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(基 本 理 念 ) 

第 二 条  ま ち づ く り は 、都 心 区 と し て の 魅 力 の 創 出 、定 住 の 促 進 及 び 地 域 環 境

の 改 善 に 資 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

２  区 民 、開 発 事 業 を 行 う 者 (以 下「 開 発 事 業 者 」と い う 。)及 び 区 は 、地 球 温

暖 化 の 防 止 、ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 推 進 等 の 時 代 の 要 請 に 応 え る ま ち づ く

り に 協 調 し て 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い 。  

(定 義 ) 

第 三 条  こ の 条 例 に お い て「 区 民 」と は 、区 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 を い う 。

２  こ の 条 例 に お い て 「 都 市 開 発 諸 制 度 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

一  都 市 計 画 法 (昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 )第 八 条 第 一 項 第 三 号 の 高 度 利 用

地 区  

二  都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 四 号 の 特 定 街 区  

三  都 市 計 画 法 第 十 二 条 の 五 第 三 項 に 規 定 す る 再 開 発 等 促 進 区 を 定 め る 地

区 計 画  

四  総 合 設 計 (建 築 基 準 法 (昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。以 下「 法 」と い う 。)

第 五 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 例 を い う 。 ) 

五  都 市 再 生 特 別 措 置 法 (平 成 十 四 年 法 律 第 二 十 二 号 )第 三 十 六 条 第 一 項 の

都 市 再 生 特 別 地 区  

３  こ の 条 例 に お い て 「 建 築 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

一  法 第 二 条 第 十 三 号 に 規 定 す る 建 築  

二  法 第 二 条 第 十 四 号 に 規 定 す る 大 規 模 の 修 繕  
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三  法 第 二 条 第 十 五 号 に 規 定 す る 大 規 模 の 模 様 替  

四  法 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 の 用 途 の 変 更  

４  こ の 条 例 に お い て 「 開 発 事 業 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

一  都 市 開 発 諸 制 度 の 活 用 に よ る 建 築  

二  敷 地 面 積 が 三 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 建 築  

５  こ の 条 例 に お い て 「 建 物 所 有 者 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

一  建 物 の 所 有 者 (建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 三 十 七 年 法 律 第 六

十 九 号 )第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 区 分 所 有 者 を 含 む 。 ) 

二  マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成 十 二 年 法 律 第 百 四

十 九 号 )第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 管 理 組 合  

(区 の 責 務 ) 

第 四 条  区 長 は 、 地 区 計 画 を 始 め と す る 都 市 計 画 の 適 切 な 運 用 を 図 り な が ら 、

地 域 の 特 性 に 応 じ た ま ち づ く り を 進 め な け れ ば な ら な い 。  

２  区 長 は 、 ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を 講 ず る 上 で 、 第七条第一項か ら 第三項ま

で に 規 定 す る 事 項 を 反 映 し な け れ ば な ら な い 。  

３  区 長 は 、区 民 の 理 解 と 協 力 を 得 る た め に 、ま ち づ く り に 関 す る 必 要 な 情 報

を 区 民 に 提 供 す る も の と す る 。  

４  区 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 開 発 事 業 者 (建 物 所 有 者 等 を 含 む 。

以 下 次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。)に 対 し 、当 該 開 発 事 業 に つ い て 報 告 を 求 め 、

及 び 調 査 を 行 う と と も に 、必 要 な 改 善 措 置 を 講 ず る よ う 指 導 し な け れ ば な ら

な い 。  

５  区 長 は 、ま ち づ く り を 進 め る た め 、関 係 機 関 と の 緊 密 な 連 携 を 図 る と と も

に 、必 要 に 応 じ 、当 該 関 係 機 関 に 対 し て 適 切 な 施 策 又 は 必 要 な 措 置 を 講 ず る

よ う 要 請 す る も の と す る 。  

(開 発 事 業 者 の 責 務 ) 

第 五 条  開 発 事 業 者 は 、開 発 事 業 が 地 域 の ま ち づ く り に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す こ

と を 深 く 自 覚 し 、 積 極 的 に 地 域 貢 献 を 果 た す よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 事 業 者 は 、前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 、区 長 か ら の 報 告 及 び 調 査 へ の 協

力 を 求 め ら れ た と き は 、そ れ ら を 行 う と と も に 、同 項 の 規 定 に よ る 指 導 の 内

容 を 実 現 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

(区 民 の 責 務 ) 

第 六 条  区 民 は 、 第一条の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 区 長 が 実 施 す る ま ち づ く り

に 関 す る 施 策 に 協 力 す る も の と す る 。  

(開 発 計 画 へ の 反 映 ) 

第 七 条  開 発 事 業 者 は 、開 発 事 業 を 行 う た め の 計 画 (以 下「 開 発 計 画 」と い う 。)

を 策 定 す る 際 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 反 映 す る も の と す る 。  

一  緑 化 の 推 進 、省 エ ネ ル ギ ー に 資 す る 設 備 の 設 置 そ の 他 の 環 境 対 策 に 関 す

る こ と 。  

二  避 難 の 用 に 供 す る 広 場 の 設 置 、防 災 備 蓄 倉 庫 の 設 置 そ の 他 の 防 災 対 策 に

関 す る こ と 。  

三  駐 車 場 の 設 置 、 駐 輪 場 の 設 置 そ の 他 の 交 通 対 策 に 関 す る こ と 。  

四  建 築 物 の 形 態 の 配 慮 そ の 他 の 良 好 な 景 観 の 形 成 に 関 す る こ と 。  

２  開 発 事 業 者 は 、開 発 計 画 を 策 定 す る 際 、当 該 開 発 計 画 に 係 る 開 発 事 業 を 行

お う と す る 地 域 の 特 性 に 応 じ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 反 映 す る も の と す る 。  

一  保 育 所 の 設 置 、 幼 稚 園 の 設 置 そ の 他 の 子 育 て 支 援 に 関 す る こ と 。  

二  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム (老 人 福 祉 法 (昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 )第 二

十 条 の 五 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を い う 。)の 設 置 、介 護 老 人 保 健 施

設 (介 護 保 険 法 (平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )第 八 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る

介 護 老 人 保 健 施 設 を い う 。 )の 設 置 そ の 他 の 高 齢 者 福 祉 に 関 す る こ と 。  
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三  障 害 者 ケ ア ホ ー ム (障 害 者 自 立 支 援 法 (平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )第

五 条 第 十 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 介 護 を 行 う た め の 施 設 を い う 。)の 設 置 、障

害 者 グ ル ー プ ホ ー ム (同 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 援 助 を 行 う た め の

施 設 を い う 。 )の 設 置 そ の 他 の 障 害 者 福 祉 に 関 す る こ と 。  

四  集 会 場 の 設 置 、 広 場 の 設 置 そ の 他 の 地 域 活 動 の 支 援 に 関 す る こ と 。  

五  観 光 案 内 所 の 設 置 そ の 他 の 観 光 支 援 に 関 す る こ と 。  

３  開 発 事 業 者 は 、前 二 項 に 掲 げ る も の の ほ か 、区 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項

に つ い て 、 開 発 計 画 に 反 映 す る も の と す る 。  

４  開 発 事 業 者 は 、前 三 項 の 規 定 に よ り 反 映 さ れ た 開 発 計 画 に つ い て 、当 該 開

発 計 画 に 係 る 開 発 事 業 を 行 お う と す る 地 域 の 区 民 に 説 明 を 行 い 、そ の 理 解 を

得 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(協 議 ) 

第 八 条  区 民 、開 発 事 業 者 及 び 区 は 、ま ち づ く り を 推 進 す る た め 相 互 に 理 解 を

深 め る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  区 長 は 、開 発 事 業 が 行 わ れ る 地 域 に 資 す る よ う 、当 該 地 域 の 区 民 と 当 該 開

発 事 業 に つ い て 協 議 を 行 う も の と す る 。  

３  区 長 は 、 前 項 の 協 議 及 び 区 長 が 実 施 す る ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を 踏 ま

え 、 開 発 事 業 者 と 協 議 す る も の と す る 。  

４  区 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、区 民 及 び 開 発 事 業 者 と の 三 者 に よ り

協 議 を 行 う こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

図 57 中 央 区 ま ち づ く り 基 本 条 例  

（出典：中央区 HP） 

 

  

図 58 中央区まちづくり基本条例概要 

（出典：中央区 HP） 
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 開発計画への反映事項に関する指針 
平成２２年１０月１日 
２２中都地第１５８号 

 
１ 目的 
  この指針は、中央区まちづくり基本条例（平成２２年３月中央区条例第１６号。以下「条例」 

という。）第７条第１項、第２項及び第３項の規定による開発計画への反映事項に関する具体

的事項を定めることにより、地域と調和した開発計画を誘導することを目的とする。 

 
２ 指針の適用にあたっての基本的事項 
 （１） 開発事業者は、開発事業を行うにあたり、当該開発計画に適用される法令等（以下「関

係法令」という）を遵守することはもとより、本指針に定める開発計画への反映する事

項にあっては、「中央区環境行動計画」及び「中央区福祉のまちづくり実施方針」などに

基づく整備水準を上回るよう整備する。 
 （２） 本指針に定める開発計画への反映する事項にあっては、開発事業者は積極的に検討し

整備することとし、区と協議のうえ確定するものとする。 

 
３ 条例第７条第１項各号に定める開発計画への反映事項等 
 （１） 条例第７条第１項各号に定める開発計画に反映する事項は、別表１ア欄の区分に応じ

てイ欄に掲げるものとする。 
 （２） 開発事業者は、（１）に定める反映事項を条例第７条第１項の規定により開発計画に反

映するときは、別表１ア欄の区分ごとにイ欄から二つ以上選択し、その選択した対象施

設等に応じてウ欄及びエ欄の内容に基づき整備するものとする。 
 （３） 開発事業者は、（２）の整備にあっては、別表２に掲げる施設を優先して整備するもの

とする。 

 
４ 条例第７条第２項各号に定める開発計画への反映事項等 
 （１） 条例第７条第２項各号に定める開発計画に反映する事項は、別表３ア欄の区分に応じ

てイ欄に掲げるものとする。 
 （２） 開発事業者は、（１)で定める反映事項を条例第７条第２項の規定により開発計画に反

映するときは、地域の特性を考慮し、別表３ア欄の区分のうち一つ以上を選択するもの

とする。 
 （３） 開発事業者は、（２）で選択した区分ごとにイ欄から一つ以上選択し、その選択した対

象施設等に応じてウ欄及びエ欄の内容に基づき整備するものとする。 
 （４） 開発事業者は、（２）で別表３ア欄の区分のうち子育て支援対策を選択した場合にあっ

ては、（３）の整備にあたり、別表４に掲げる施設を優先して整備するものとする。 

 
５ 条例第７条第３項に定める開発計画への反映事項 

区長が特に必要と認める開発計画への反映事項については、地域の課題や状況等を踏まえ定め

るものとする。 

 
６ 協議先 

３から５までに定める開発計画への反映事項の協議先は、別表５のとおりとする。 

 
７ 指針の見直し 

この指針は、必要に応じて見直しを図るものとする。 

図 59 中央区 開発計画への反映事項に関する指針 

（出典：中央区提供資料） 
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表 8 （別表 1）中央区 開発計画への反映事項に関する指針（１ 環境対策） 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

環
境
対
策 

①地上部・屋上の樹木等の植栽 全域  地上部及び屋上利用可能な部分の

空地面積の約 50％以上を緑化する。

②喫煙所 

 公共用及び建物利用者用を整備す

る。 

 終日外部から直接出入りできるこ

ととする。 

③カーシェアリング用駐車場 
 付置義務用駐車台数とは別に整備

する。 

④電気自動車用充電設備付駐車場 
 建物居住者･建物利用者以外の者が

利用できるように整備する。 

⑤省エネルギーに資する設備の設置 

 当該開発計画時点の 高水準の設

備仕様を目指す。 

 住宅用途では、原則、「住宅の品質

確保の促進に関する法律に基づく

評価方法基準」に規定する省エネル

ギー対策等級４程度以上とする。 

 住宅以外の用途では、原則、PAL 削

減率 25％以上かつ ERR35％以上とす

る。 

⑥再生可能エネルギー活用施設 
 当該開発の建築物の形状等を踏ま

え､ も効率的な再生可能エネルギ

ーを選択し、整備する。 

⑦地域冷暖房用プラント 
 当該開発地の周辺地域に供給が行

われるものとする。 

⑧雨水貯留槽の設置 
 日常時の雨水利用を可能とする設

備仕様とする。（防災対策に掲げる

雨水貯留槽との兼用可） 

⑨公園・児童遊園  区立。 

⑩防風スクリーンの設置、防風のた

めの植栽 

 当該開発による建築物周辺の風環

境が、風対策を講じない時と比べ改

善されるよう整備する。 

⑪道路の表層・基層・街築の整備 
 低騒音舗装や車道透水性舗装等の

環境に配慮した舗装技術とする。 

⑫その他これらに類する環境対策に

寄与するもの 
－ 
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表 9 （別表 1）中央区 開発計画への反映事項に関する指針（２ 防災対策） 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

防
災
対
策 

①避難の用に供する広場 全域  災害用設備を設けるものとする。 

②防災備蓄倉庫 
 地域住民・帰宅困難者用及び建物居

住者・建物利用者用を整備する。 

③帰宅困難者一時滞在場所及び一時

収容施設 
－ 

④災害用設備の設置 
 災害用トイレ、防災用井戸､防火水

槽、照明設備等を整備する。 

⑤情報発信施設 

 防災ネットワークの整備に寄与す

るよう、防災行政無線屋外子局、地

域防災無線半固定局､Web カメラシ

ステム等を整備する。 

⑥雨水貯留槽の設置 

 ･災害時の生活用冰としての活用や

豪雨時の下水処理に寄与するよう､

雨水を敷地内にて一時的に貯留で

きる設備仕様とする。 

 （環境対策に掲げる雨水貯留槽と

の兼用可） 

⑦防災活動資器材庫 － 

⑧消防格納庫 － 

⑨防災船着場 － 

⑩その他これらに類する防災対策に

寄与するもの 
－ 
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表 10 （別表 1）中央区 開発計画への反映事項に関する指針（３ 交通対策） 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

交
通
対
策 

①駐車場 
 (自動車、自動二輪車、自転車) 

全域 協議のうえ、下記の項目から選択する

ことも可とする。 

＜自動車＞ 

 付置義務用駐車台数とは別に整備

する。 

 建物居住者･建物利用者以外の者に

時間単位の利用ができるよう整備

する。 

＜自動二輪車＞ 

 建物居住者・建物利用者用を整備す

る。 

 建物居住者･建物利用者以外の者に

時間単位の利用ができるよう整備

する。 

＜自転車＞ 

 建物居住者･建物利用者用を整備す

る。 

 建物居住者・建物利用者以外の者に

時間単位の利用ができるよう整備

する。 

②地下鉄出入口の整備 

 バリアフリー整備や地下鉄利用者

の混雑緩和等に寄与するよう､地下

鉄出入口の新設やエレベーターの

設置等を行う。 

③歩行者通路の整備 
 歩道と一体となる通路､護岸や水辺

の整備に寄与する歩道等を整備す

る。 

④電線類の地中化整備 － 

⑤その他これらに類する交通対策に

寄与するもの 
－ 

 

表 11 （別表 1）中央区 開発計画への反映事項に関する指針（４ 良好な景観の形成） 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

良
好
な
景
観
の
形
成 

①建築物・工作物等の形態 全域  通りからの歩行者の目線を重視す

るなど計画地周辺の地域に相応し

い外観形成を行う。 

 地域の歴史や文化の継続性及び都

市景観に配慮する。 

②建築物・工作物等の色彩 

③その他これらに類する良好な景観

の形成に寄与するもの 
－ 

（出典：中央区提供資料） 
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表 12 （別表 2）中央区 地域特性に応じた反映事項に関する指針（１子育て支援） 

 

表 13 （別表 2）中央区 地域特性に応じた反映事項に関する指針（２高齢者福祉） 

 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

子
育
て
支
援 

①保育所 全域 － 

②幼稚園 － 

③認定こども園 － 

④児童館 － 

⑤一時預かり保育施設 － 

⑥病児・病後児保育施設 － 

⑦子育て交流施設 － 

⑧赤ちゃん・ふらっと事業に関する

施設 

 商業施設又は公共施設を整備する

場合に併設する。 

 授乳ができる設備、おむつ替えがで

きる設備、調乳用の給湯設備、手洗

いができる設備及び冷暖房設備を

整備する。 

⑨その他これらに類する子育て支援

に寄与する施設 
－ 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

高
齢
者
福
祉 

①特別養護老人ホーム 京橋地域 
 ショートステイと併設して整備す

る。 

②介護老人保健施設 全域  

③小規模多機能型居宅介護施設 
京橋・日

本橋地域 
 高齢者向け優良賃貸住宅等と併設

して整備する。 

④認知症高齢者グループホーム 京橋地域  

⑤高齢者在宅サービスセンター 全域  

⑥ケアハウス  

⑦自立高齢者向け施設 
 シニアセンター、高齢者トレーニン

グルーム等を整備する。 

⑧高齢者向け住宅 
 高齢者向け優良賃貸住宅等を整備

する。 

⑨地域住民の交流や高齢者の健康づ

くりに寄与する広場 
 ベンチ、運動器具等を整備する。 

⑩その他これらに類する高齢者福祉

に寄与する施設 
－ 
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表 14 （別表 2）中央区 地域特性に応じた反映事項に関する指針（３障害者福祉） 

 

表 15 （別表 2）中央区 地域特性に応じた反映事項に関する指針（４地域活動の支援） 

 

表 16 （別表 2）中央区 地域特性に応じた反映事項に関する指針（５観光支援） 

（出典：中央区提供資料） 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

障
害
者
福
祉 

①日中一時支援事業に関する施設 全域  宿泊を伴わない緊急一時保護・自立

生活体験を行う施設を整備する。 

②障害者グループホーム・ケアホー

ム 
－ 

③障害者就労支援施設 － 
④その他これらに類する障害者福祉

に寄与する施設 
－ 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

地
域
活
動
の
支
援 

①集会場 全域  地域住民用を整備する。 

②地域活動の用に供する広場  オープンスペースとする。 

③コミュニティルーム 

エ欄に 

記載 

 区立。 

 日本橋六・七の部連合町会、京橋一

～三の部連合町会、佃連合町会、晴

海連合町会内に整備する(別図１参

照)。 

④その他これらに類する地域活動の

支援に寄与する施設 
全域 － 

ア イ 

対象施設等 

ウ 

対象地域 

エ 

特記事項 

観
光
支
援 

①観光案内所 全域  観光表示板、多言語対応タッチパネ

ル等を整備する。 ②観光客の一時休憩所 
③観光バス乗降所 － 

④その他これらに類する観光支援に

寄与する施設 
－ 
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協定の締結 

中央区では、災害時における応急活動を迅速かつ円滑に実施するため、区内の事業者や団体に

協定書の案を手渡し、「災害時における応急対策活動の協力に関する協定」締結への協力・検討

をお願いしている（図 60、図 61）。 

この協定は、大地震等の災害が発生した場合、道路、交通機関、通信の混乱等により応急対策

活動が著しく制約されたことを想定し、警察署や民間企業等との相互協力のもと、区内の被害や

混乱の軽減を図ることを目的としており、災害時における自治体と企業の相互援助の体制を確立

するものである。協定の締結は、平成 24 年３月現在、４団体と行っている。 

 

 

図 60 協 定 締 結 に 関 す る 説 明 文  

（出典：中央区提供資料） 
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（ 以 下 略 ）

図 61 協 定 書 ひ な 形  

（出典：中央区提供資料） 

  
図 62 中央区 災害時における応急対策活動の協力に関する協定の締結 

（出典：中央区 HP） 
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⑩ 高知県高知市 
 

 

≪地区の概要≫ 

・高知県高知市は、昭和 32 年度の「高知市総合調査」実施後、昭和 42 年度に「高知市基本計画」

を策定、その後、高知市は人口の増加や各種機能の集積が進み、土地、住宅、交通、公害、社

会福祉等の都市問題が複雑・深刻化し、昭和 48 年度には基本計画の改訂を行う等、他の地区に

先んじて、地域社会のあり方や市民の生活の場の形成をどう進めるかという「都市の中のまち

づくり」を促進してきた。 

【高知市総合調査(1957)】 

1957 年(昭和 32 年)に、日本都市学会近畿支部によって実施された調査で、その後策定され

る「高知市基本計画(昭和 42 年)」の基礎資料としての位置づけ等があったと考えられる。 

なお、平成 19 年度に「高知市総合調査」がふたたび実施されるにあたり、市長は議会で以

下の説明を行っている。 

「総合計画の策定に当たっては、合併による市域の拡大を踏まえ、鏡・土佐山地域の特色

ある資源などの要素を加えるとともに、春野町との合併協議が進むなど高知市を取り巻

く社会環境も大きく変化してきておりますことから、昭和 32 年に全国に先駆けて実施し

た「高知市総合調査 1957」の調査手法を参考にしながら、今日的視点に立った総合調査

を実施いたします。」 

（第 393 回高知市議会定例会市長説明要旨(平成 18 年 3 月 7 日)：高知市 HP より）

平成 19 年度の「高知市総合調査」では、その調査目的等について以下のように位置付けら

れている。 

●県域全体を視野に入れた地域の「自然」、「社会」に関する総合的な調査 

●今後の地域発展の方向を探るとともに，現在（平成 22 年度）策定中の次期総合計画の基

礎資料として活用 

 

【高知市基本計画】 

●市行政の基本方向を示したもの 

●全体計画と部門別計画に分かれる 

●市の行政全体からの立場にたつもの 

（コミュニティ計画） 

○市全体を地域の視点で区分（概ね小学校区） 

○各々の居住地域（コミュニティ）ごとに生活環境の保全と整備にかかわる課題を検討 

○市民の立場からの、身近な生活環境に関わるもの 

・昭和 50 年代の水害被害から、高知市では浸水対策や下水道整備等の都市基盤整備に重点が置か

れるようになり、コミュニティ計画策定への取組が一時、中断されていた時期もあった。平成

３年に、地区の課題と対応について住民が検討し、取りまとめる「コミュニティ計画」が市の

地域活動や市民活動を活性化するため、コミュニティ計画の策定や地域への職員派遣・まちづ

くりファンドの創設等の施策を展開し、住民全体のまちづくりを促進する取組を行っている 
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総合計画を補完する計画に位置付けられ、住民参加型の「コミュニティ計画策定市民会議」で

検討して頂く取組を開始した。 

・「コミュニティ計画策定市民会議」での地域課題の検討がきっかけとなり、住民主体によるま

ちづくり活動を推進する「コミュニティ計画推進市民会議」に発展した地区もある。また、防

災対策を住民主体で進めている地区もある。 

 

≪活動を促進するための取組≫ 

・市の総合計画を補完するものとして位置付けられている住民自治を基本とした地域社会づくり

のための「コミュニティ計画」を、地域住民の参加による「コミュニティ計画策定市民会議」

によって策定する取組が進められている。その際には、市が基礎的な検討データとして「地区

カルテ」を作成し、住民へ提示している。 

・市の職員から募ったまちづくりパートナーが地区住民による検討のワークショップを担当し、

地域の活動のサポートを行っている。多くの職員が公募に応じる等、全庁的にコミュニティ計

画策定の施策が浸透していたと考えられる。 

・住民主導の自主的な組織として、「コミュニティ計画推進市民会議」が結成された地区では、

コミュニティ計画をもとに地域の特性を活かしたまちづくり活動を展開している。 

 

※ 平成３年に策定された「高知市

総合計画 1990」において、コミ

ュニティ計画を「総合計画を相

互補完する計画」として位置づ

けている。平成 13 年に策定され

た「高知市総合計画 2001」にお

いては、まちづくり条例の制定

によるコミュニティ計画策定の

支援について盛り込んでいる。 

 

（出典：高知市提供資料） 
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コミュニティ活動の取組 

住民主体のまちづくり活動は、防災以外にも公園づくりや交通安全活動など、幅広く実施さ

れている。これらのコミュニティ活動のほかに、防災訓練も行なわれており、コミュニティを

活性化しながら防災に寄与していると考えられる（図 63）。 

 
図 63 市民によるまちづくり活動の例（公園づくり、防災訓練等） 

（出典：高知市 HP「潮江地区コミュニティ計画推進市民会議潮江小学校校区ブロック会の紹介」） 
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地区カルテによる防災課題の把握 

高知市では、「高知市総合計画-1990-」において、総合計画を補完する「コミュニティ計画」

が位置づけられている。「コミュニティ計画」とは、「高知市全体を地域の視点で区分し、そ

れぞれの地区において、土地利用の在り方や生活環境の保全・整備の課題等を検討する計画で

あり、さらに各々の居住地域（コミュニティ）で、そこに住む住民の参加と創造による住民自

治をベースとし、相互理解と連帯のもと、人間性豊かな心のふれあう地域社会の形成を目指し

策定する計画」とされている。この「コミュニティ計画」の策定にあたり、地域住民の参加に

よる「コミュニティ計画策定市民会議」を活用する取組が進められているが、その際、市が基

礎的な検討データとして住民に提示しているのが「地区カルテ」である。 

地区カルテは、地域で抱えている課題の解決策を検討する際に参考として活用できるように

作成した、コミュニティ計画策定にあたっての基礎となるデータを集めた参考資料集であり、

安全性、衛生面、利便性、快適性といった市民生活に密接に関わる 67 項目（表 17）について、

項目ごとに現状分析を行っているものである。この中に、防災に関する資料として、「避難施

設位置図」、「高知市公共下水道計画図（雨水）」、「消防管轄区域図」、「警防計画による

指定区域図」、「消防車進入困難道路位置図」、「ポンプ場位置図」が記載されている。 
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表 17 高知市地区カルテ 項目一覧 

 

（出典：高知市 高知市のコミュニティ計画） 
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コミュニティ計画における地区の防災まちづくり 

地区によってはコミュニティ計画の中

に、避難場所の確保、食料等の備蓄、防災

組織の結成等、各地区の特徴や課題を反映

した防災対策が位置付けられている所も

ある（図 66）。コミュニティ計画の策定は、

平成５年度より開始され、平成 22 年８月

現在、28 地区で策定済みである。 

コミュニティ計画の策定については、参

加者を住民の公募によることとしている

「コミュニティ計画策定市民会議」におい

てコミュニティ計画（案）を検討・策定し、

行政に提案している。コミュニティ計画

（案）は、行政内部で検討が進められ、行

政計画としてのコミュニティ計画として

策定されることとなる。 

策定されたコミュニティ計画について

は、「わがまちふれあいトーク（市長と地

域住民とのトークセッション）」の際に、

行政内部での検討結果が地元にフィード

バックされる仕組みになっている（図 

65）。これにより、計画策定に携わった

住民は、コミュニティ計画（案）の検討だ

けに終わらず、市の施策に反映されている

ことを認識することができる。 

 

図 64 コミュニティ計画策定状況 

（出典：高知市 平成 22 年度版 

高知市のコミュニティ計画） 
 

  

◎策定されたコミュニティ計画を、案を検討した

地元住民にフィードバック 

図 65 コミュニティ計画策定の流れ 

（出典：高知市提供資料） 
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（浦戸地区コミュニティ計画） 

 

 

（潮江小学校校区コミュニティ計画） 

 
 

図 66 コミュニティ計画における防災対策の記載状況 

（出典：高知市 平成 22 年度版 高知市のコミュニティ計画） 
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専門職員の地区への派遣 

高知市では、各地区の住民がコミュニティ計画（案）を作成するにあたって、市の職員もま

ちづくりパートナーとして参加している。まちづくりパートナーは、市の内部で公募され、11

チーム 106 人で編成し、市と市民とのパイプ役としてコミュニティ計画（案）づくりに加わっ

た。 

まちづくりパートナーは、担当課の職員だけでは、市内全地区のコミュニティ計画（案）の

策定に充分な対応ができないことから編成されたもので、毎月１回開かれる各地区の「コミュ

ニティ計画策定市民会議」の運営を担っている。会議には、調整や相談、作業時の進行役を務

めるボランティアとして出席している。この他、資料づくりや情報収集といった会議の準備作

業も行っている（図 67）。 

平成５年当時、まちづくりパートナーに応募した職員は、地区の会議に参加する前に、各行

政計画や担当地区の現状・課題の把握等について、半年間の研修を受けた。その際、まちづく

りに関する必要な知識を身につけるとともに、防災に関する研修も受けることとなっていたた

め、防災に関する一定の知識も身につけられるようになっていた（表 18）。なお、まちづくり

パートナーの役割は、コミュニティ計画（案）が策定された時点で終了する。 

 

図 67 コミュニティ計画策定市民会議の様子 

（出典：高知市提供資料） 
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表 18 まちづくりパートナー研修実施内容と、担当地域別まちづくりパートナー人数 

 

（出典：高知市 高知市のコミュニティ計画） 
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コミュニティ計画策定後の活動 

コミュニティ計画の策定後は、概ね小学校区を単位とし、コミュニティ計画を実践する住民

主導の自主的な組織として結成される「コミュニティ計画推進市民会議」がまちづくり活動を

実施している。現在、推進市民会議は、コミュニティ計画策定済みの 28 地区中 21 地区で活動

しており、①コミュニティ計画（案）の検討→②住民主体のまちづくり活動という流れを構築

している。 

推進市民会議の取組内容は、防災を含め多岐にわたっているが、住民主体で協力して活動す

る体制が構築されていることから、防災への取組を開始する場合にも自助・共助の体制が比較

的取りやすくなっていると考えられる。 

 

 

図 68 各地区推進市民会議の特徴的な取組 

（出典：高知市提供資料） 
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コミュニティ計画推進市民会議による防災への取組 

現在、高知市内 24 地区において、「コミュニティ計画推進市民会議」が住民主体のまちづく

り活動を展開している。コミュニティ計画（図 69）に防災活動を位置づけた地区では、自治会・

町内会や各種団体等との連携を図りながら、私立高校との避難協定の締結（図 70）や小学校と

連携した防災フェア（図 71）、また、防災マップの作成（図 72）等のまちづくり活動を展開し

ている。 

 

 

図 69 潮江地区（潮江小学校区）コミュニティ計画における防災対策の内容 

（出典：潮江小学校区コミュニティ計画） 

 

 

図 70 潮江地区（潮江小学校区）における私立高校との津波避難に係る協定の記事 

（出典：潮江地区コミュニティ計画推進市民会議（潮江小学校区ブロック会）まちづくり情報誌） 
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図 71 潮江小学校における防災フェアの内容 

（出典：潮江地区コミュニティ計画推進市民会議（潮江小学校区ブロック会）まちづくり情報誌） 
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図 72 朝倉地区で作成された防災マップを活用した取組内容 

（出典：朝倉まちづくりの会情報誌） 
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まちづくりファンドの創設 

 高知市では、市民による継続性のあるまちづくり活動を支援するため、「高知市市民と行政のパ

ートナーシップのまちづくり条例」に基づき、高知市が四国銀行に 3,000 万円を信託して「公益

信託高知市まちづくりファンド」を創設し、ソフト面での活動に助成を行っている。 

また、平成 18 年度からは財団法人民間都市開発推進機構による「住民参加型まちづくりファン

ド」への資金拠出制度を活用することで、まちづくりのハード整備事業に対しても助成を行って

いる（図 73）。 

高知市まちづくりファンドは、高知市を住みよいまち、豊かな地域社会にしていくために行う

まちづくり活動を対象に、支援事業の内容や助成金額に応じて次の３つのコースを設けて、活動

の段階に応じた支援を行えるようにしている。 

①「まちづくりはじめの一歩」コース 

まちづくりへの参加の第一歩を踏み出そうとしている市民団体、あるいは活動を始めている

が、まだ定着していない市民団体の活動に対する支援 

②「まちづくり一歩前へ」コース 

市民団体が継続して行うまちづくり活動に対する支援 

③「まちづくり大きな一歩（ソフトからハードへ）」コース 

住みよいまち、豊かな地域社会をめざす施設・設備等の整備に対する支援 

その他、市民のコミュニティ活動を支援するための高知市の組織である「市民活動サポートセ

ンター」において、様々な民間助成についての案内を行っている。 

 

図 73 公益信託高知市まちづくりファンドの概要 

（出典：高知市市民活動サポートセンターHP） 
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⑪ 東京都国分寺市 

 

≪地区の概要≫ 

・東京都国分寺市は、東京都西部の多摩地域に位置する住宅都市。全市域的に市街化しており、

大規模な地震に伴う火災の同時発生、延焼等の災害への対策が求められている。 

（出典：財団法人都市防災研究所 HP http://www.udri.net/portal/matidukuri/jirei/jireinew/syousai1.htm） 

・昭和 52 年の宮城県沖地震の際、被災地でブロック塀の倒壊が多発したことから、住宅地の防災

まちづくりの推進を図っている地域である。阪神・淡路大震災を経て、自主防災活動と防災ま

ちづくりの重要性を認識していた。 

 

≪活動を促進するための取組≫ 

・国分寺市では、新潟地震、十勝沖地震を契機に、「都市の安全性を考える委員会」を昭和 50 年

に設置し、委員会において、地域における防災まちづくりの推進、市民の自主的参加、防災都

市づくりを行政が進める上での横断的組織体制の確立、都市基盤整備の推進など多岐にわたる

内容の答申がまとめられた。答申を踏まえて、市内のそれぞれの地区における地区カルテ、防

災情報地図、災害時危険診断地図を市が作成するとともに、住民に対して全戸配布を行うこと

で住民の防災意識を発意させ、さらに防災まちづくり学校を開設して市民学習の場を設け、防

災への意識を育てている。 

・地域の団体（自治会や町会）と市が協定を結び、防災まちづくり推進地区として指定することで、

地域の住民が主体となって地域の安全化を図るとともに、予測される災害に対する市民の応急

活動体制を整えることを協力・共同して進めていく仕組みとして「防災まちづくり推進事業」

を実施している。 

・防災まちづくり推進地区として指定されてから３年間は、防災まちづくりの専門家（コンサル

タント）を市から派遣し、地区住民、コンサルタント、市が協力して、それぞれの地域に合っ

た防災まちづくり活動を行っている。 

・市が災害時の給水拠点として公園等に設置した手押しポンプ井戸の「むかしの井戸」は、地域

の住民同士の情報交換及び推進委員の交流の場となっており、他地区の活動の導入やコミュニ

ティの活性化につながり、活動の継続に寄与している。 

防災リスク情報の公表や市民向けの防災講座の設置等、市民の防災意識の向上と自助・共助の

取組を促す機会の提供により、市民の防災まちづくり活動の展開に成功 
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防災データの公表 

国分寺市では、積極的に地区カルテ、災害危険診断地図、防災情報地図等防災関係の情報を公

表・提供することで、住民が自発的な行動を起こし、主体的に防災活動を行うことができるよう

に努めている。 

地区カルテは、地区ごとの住民

数、年齢層、要援護者数、土地利

用・建物現況、空地率、軟弱地盤

面積比率、重量塀（倒壊時に人的

被害につながるおそれのあるブ

ロック塀や石塀等）の数、被害想

定・危険度評価の結果が詳細に記

載され、地区の現況把握やリスク

評価が把握できる基礎的なデー

タとなっている（図 74）。 

災害危険診断地図は、災害危険

要因に関する情報を地図上に明

らかにしていることが特徴的で

ある。延焼危険区域、消火活動困

難区域、崖・よう壁崩壊危険区域

等が地図上に記載されており、市

民が自らの周囲に存在している

災害危険要因の状況を正確に認

識することができる（図 75）。 

 

 
図 74 地区カルテ（国分寺市富士本地区） 

（出典：国分寺市提供資料） 

こうした災害危険要因に関する情報は、市民に対して公表することが躊躇される場合も考えら

れるが、国分寺市では、市民がこうした情報を把握し、日常的な備えを行うとともに、災害発生

時の避難行動を事前に検討しておけるよう、公開に踏み切ったものである。 

また、防災情報地図も発行し、災害時の避難施設や非常時の給水拠点をはじめとした防災関連

施設の位置及び避難施設の名称と役割分担（例 「地区災害時退避所」：避難する前に緊急に避難

する場所（畑等）、「地区防災センター」：避難する場所（学校等）、「緊急避難場所」：駅の乗降客

の避難場所）を掲載している（図 76）。 
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図 75 国分寺市 災害危険診断地図 

（出典：国分寺市 HP） 

 

 

 

図 76 国分寺市 防災情報地図 

（出典：国分寺市 HP） 
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市民防災まちづくり学校の開校 

国分寺市は、市民が安全で住みよいまちづくり及び社会づくりに関心を寄せ、これに積極的に

関与するための講義＋実戦形式の市民学習の場として市民防災まちづくり学校を開催している。 

講義は通常６月から翌年３月まで概ね毎月１回、合計 11 回開講し、午前中は講義形式、午後は

現地や施設見学等の体験の場としている。講義は市職員や外部講師を招待して行い、テーマも身

近な話題から専門的な話題まで様々である（表 19）。 

一年を通しての市民防災まちづくり学校でのコミュニケーションは、防災を通したまちづく

り・社会づくりの学習をするだけでなく、防災まちづくりにおける市民と行政の相互理解を深め

る一助ともなっている。 

 

表 19 市民防災まちづくり学校講座表（平成 23 年度） 

 

（出典：国分寺市提供資料） 
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市民防災推進委員の創設と認定 

市民防災まちづくり学校の参加者の中で、一定の出席回数に達した受講生の中で本人の承諾を

得られた修了者に、国分寺市民防災推進委員（以下この章において「推進委員」という。）として

認定を行っている。この推進委員は、市民防災まちづくり学校設立後まもなくは、単に卒業生が

地域に帰って防災の取組を推進しようとしても、市民防災まちづくり学校を受講したということ

だけでは必ずしも地域から信頼を得ることは難しく、防災活動をリードすることがなかなかうま

くいかなかったために、市が資格として設け、卒業生を地域の防災リーダーとして認定すること

で、住民が行う地域の防災まちづくり活動を推進委員主体で行ってもらおうとしたものである。 

この資格設立後、市民防災まちづくり学校修了者が地域社会で防災まちづくり活動に参加しや

すい環境となり、地域住民に対しての防災意識の浸透や活動への参加・協力が見られるようにな

った。 

平成 23 年度においては、推進委員に認定された市民は累計 1,100 名に上り、674 名の推進委員

が地域のリーダーとして防災まちづくり活動の普及を行っている。 

 

国分寺市民防災推進委員設置規程 

昭和  55 年 ８ 月 27 日

規程第 113 号 

(推進委員の設置)  

第 １ 条 市は、市民参加によって防災都市づくりを総合的に進めるため、市と協力して自発的

から自主的に、地域における市民防災を推進していく市民として、国分寺市民防災推進委員(以

下「推進委員」という。)を置く。 

(平成 ９ 年 ３ 月 ４ 日 一部改正) 

 

(推進委員の認定)  

第 ２ 条 推進委員は、次に掲げるものの中から、地域の団体及び市の推せん又は本人の申出に

より、市長がこれを認定する。 

(１) 市が開設する防災学校を修了した者 

(２) 前号に規定する者と同程度以上の防災問題への理解と積極性をもった者 

(３) 地域の団体において、現に市民防災を推進していく立場にある者 

２  市長が認定する推進委員については、国分寺市民防災推進委員認定書の発行、国分寺市民防

災推進委員表示板及びこれを象徴するバッヂを交付する。 

(平成 ９ 年 ３ 月 ４ 日 一部改正) 

 

(推進委員の公表)  

第 ３ 条 推進委員の氏名は、市報等により公表し、市民への周知を図る。 

 

(推進委員の活動)  

第 ４ 条 推進委員の活動は、次に掲げる事項とする。 

(１) 地域における防災まちづくり運動の醸成及び市民防災組織の形成とその指導に関するこ

と。 
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(２) 市民防災の発展に寄与する創意工夫ある自発的地域活動に関すること。 

(３) 第 ７ 条に定める全市的組織の活動に関すること。 

(平成 ９ 年 ３ 月 ４ 日 一部改正) 

 

(市の役割)  

第 ５ 条 市の役割は、次に掲げる事項とする。 

(１) 市は、推進委員が第 ４ 条に定める活動を遂行する上で必要となる情報、資料等について、

積極的に援助するものとする。 

(２) 市は、推進委員が第 ４ 条に定める活動を遂行し、これを通じて行われる防災行政上の諸

問題に関する質問、提案に対して、速やかに、回答を行うものとする。 

 

(推進委員の認定の取消し)  

第 ６ 条 推進委員の認定は、次に掲げる事情が発生した場合は、取り消すものとする。 

(１) 国分寺市民でなくなった場合 

(２) 第 ２ 条第 ３ 号に定める者がその役職を離れた場合。ただし、当人が防災学校を修了す

る見込みのあるときは、この限りでない。 

(３) その他本人の申出によるやむを得ない理由のある場合 

 

(全市組織の設置)  

第 ７ 条 推進委員は、相互の意見、情報、経験等の交流又は市民防災の全市的拡がりと発展を

目的として、自主的な組織(以下「全市組織」という。)をつくることができる。 

２  市は、全市組織の活動に対して、必要と認める援助を行う。 

(平成 ９ 年 ３ 月 ４ 日 一部改正) 

 

(研修)  

第 ８ 条 推進委員は、常に防災に対する知識の修得と防災への理解を深め、市民の範となるよ

う努めるものとする。 

２  前項の研修に対して市は、積極的に援助するものとする。 

 

(委任)  

第 ９ 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

付則 

この規程は、昭和 55 年 10 月 １ 日から施行する。 

附則(平成  ９ 年  ３ 月  ４ 日)  

この規程は、平成 ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

図 77 国分寺市民防災推進委員設置規程 

（出典：国分寺市地域防災計画 資料編） 
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防災まちづくり推進地区の指定 

防災活動を積極的に推進していこうとしている地域の団体（自治会や町会）と市が協定を結び、

防災まちづくり推進地区として指定し、地域の住民が主体となって地域の安全化を図るとともに

予測される災害に対する市民の応急活動体制を整えることを市と地域が協力・共同して進めてい

く「防災まちづくり推進事業」を実施している（表 21、図 79、図 80）。 

防災まちづくり推進地区として指定されてから３年間は、市から防災まちづくりの専門家（コ

ンサルタント）が派遣され、地区住民、コンサルタント及び市が協力して、それぞれの地域に合

った防災まちづくり活動を行う。昭和 56 年２月に高木町自治会が第１号の協定を市と結んでから、

平成 23 年度現在までに 11 地区が協定を結び、その地域に合った“防災まちづくり”を実施して

いる（表 20）。 

 

表 20 防災まちづくり推進地区状況（平成 22 年４月１日現在） 

 
（出典：国分寺市提供資料） 

 

表 21 国分寺市における防災まちづくり推進地区の活動フロー 

活動 
期間 

想定される活動 活動内容 

１ 
年 
目 

アンケートの実施 
地区内の生活環境や防災に対する意識について

アンケートを実施 

まちの実態調査（まち歩き） 
実際にまちを歩いて、道路、町並み、防災関連施

設、樹林地、空地など、自分たちの住んでいるまち

の実態を調査 

防災診断地図（ハザードマッ
プ）の作成 

まち歩きなどで得た情報をもとに地区内の災害

危険を地図にまとめる 

まちづくりニュースの発行 
アンケートの結果や、まち歩きの情報などを地区

内に周知するための情報誌を作成 

２
年
目 

アンケートの実施 
１年目に作成した防災診断地図やまち歩きなど

で明らかになった地区内の課題や問題点に関する

地区内の意向についてアンケートを実施 
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地区の特性にあった防災対策
の検討 

１年目の活動から出てきた地区内の問題やアン

ケート結果から、地区にあった防災対策を検討 

３
年
目 

 （２年目から３年目にかけ継続して検討） 

地区防災計画の作成 
２年間の活動をもとに、その地区の特性にあった

地区防災計画を作成 

４ 
年 
目 

防災倉庫や資機材の確保 
地区防災計画作成後、４年目に市から防災倉庫や

資機材を助成・提供 

以
降 

防災まちづくりの実践 
地区防災計画をもとにした防災まちづくり活動

の実施 

※各推進地域で防災訓練を行う時、市が所有している資機材（炊き出し釜や発電機等）の貸

与については、常時行っている。 

（出典：国分寺市 HP をもとに、ヒアリングを踏まえて(株)三菱総合研究所で追記） 

 

 
図 78 専門家（コンサルタント）との協働による推進地区の育成 

（出典：国分寺市提供資料） 
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国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱 

 

国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱(昭和 55 年要綱第３号)の全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は，国分寺市(以下「市」という。)が目指す防災まちづくり(自治会，町内会等

の地域的つながりにより構成された団体が当該地域を災害に強い地区として活動を行うことを

いう。以下同じ。)を行う地区の指定及び当該地区と市が協力して行う防災まちづくりに関し，

必要な事項を定めるものとする。 

 

(市が指定する地区の名称) 

第２条 この要綱の規定により市が指定する地区は，国分寺市防災まちづくり推進地区(以下「推

進地区」という。)と称する。 

 

(防災まちづくりの目的及び事業) 

第３条 推進地区は，防災まちづくりを通じて，地域社会の安全及び防災力の向上，市民主体の

防災環境づくり及び地域コミュニティづくり並びに災害に強いまちづくり及び人づくりを行う

ことを目的とする。 

２ 前項の目的を実現するため，推進地区は，次に掲げる事業を実施するものとする。 

(１) 災害危険地図の作成 

(２) 防災計画の策定 

(３) 防災計画に基づく体制づくり 

 

(対象地区) 

第４条 推進地区の指定の対象となる地区は，次の各号のいずれにも該当する地区とする。 

(１) 自治会，町内会その他団体(以下「自治会等」という。)として会則を有していること。

(２) 自治会等として組織が確立されていること。 

(３) 自治会等として設立されてから概ね５年以上を経過していること。 

(４) 自治会等として概ね３年以上防災活動を行っていること。 

(５) 自治会等への加入世帯数が概ね 100 世帯以上であること。 

(６) 自治会等として現に防災上の措置が必要であると認められること。 

 

(推進地区の指定) 

第５条 推進地区の指定を受けようとする自治会等は，国分寺市防災まちづくり推進地区申出書

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項に規定する申出があった場合は，その内容を審査し，当該自治会等以外の推進

地区の指定に係る状況，当該自治会等に係る推進地区の指定の必要性その他の事情を総合的に

勘案して適当と認めるときは，当該自治会等を推進地区として指定するものとする。 
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(協定の締結) 

第６条 市長は，前条の規定により推進地区の指定をしたときは，当該推進地区と協議の上，協

定を締結するものとする。 

 

(市民防災推進委員会への加盟) 

第７条 推進地区は，前条の規定により協定を締結したときは，国分寺市民防災推進委員設置規

程(昭和 55 年規程第 113 号)第８条(全市組織の設置)の規定により設置された全市組織に加盟

し，防災まちづくりの推進と発展に努めなければならない。 

 

(協定締結後の支援) 

第８条 市長は，第６条の規定により協定を締結した推進地区へ３年間防災まちづくりに係るコ

ンサルタントを派遣し，助言その他市長が必要と認める支援を行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定による期間を経過した後，当該推進地区へ国分寺市防災資機材等助成要

綱(平成 22 年要綱第５号)に基づく防災資機材等の助成その他市長が必要と認める支援を行う

ものとする。 

 

(様式) 

第９条 この要綱の施行について必要な様式は，別に定める。 

 

(委任) 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は，決裁の日から施行する。 

 

(経過措置) 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱

の規定によりなされた手続その他の行為は，この要綱による改正後の国分寺市防災まちづくり

推進地区実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 
 

図 79 国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱 

（出典：国分寺市 HP） 
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国分寺市防災まちづくり推進地区協定書 

 国分寺市長を甲とし、○○防災まちづくり推進地区代表者を乙とし、両当事者は、当該地区に

おける防災まちづくりを推進していくことを目的とし、国分寺市防災まちづくり推進地区実施要

綱（以下「要綱」という。）第６条の規定に基づき、次の通り協定を締結する。 

 

 （協定の目的） 

第１条 災害に対して不安なく日常生活をおくることができるよう、地域社会の安全化及び地域

の防災力向上を図ることを目的とする。 

２ 市民参加によるまちづくりの形態として、市と市民相互の協力のもとに、市民主体の防災環

境づくり及び地域コミュニティづくりの推進と発展を目的とする。 

３ 災害に強いまちづくり及び災害に強い人づくりを具体化することを目的とする。 

 （適用地区） 

第２条 この協定は、別地図に示す地区内に適用する。 

 （会の開催） 

第３条 当該推進地区は、要綱第８条第１項の期間内において、月に１度定例会を開催するもの

とする。ただし、定例会は、市長指定の日に協議の上設定するものとする。 

３ 当該推進地区は、前項規定の定例会の運営を円滑に行うため、定例会の概ね２週間前に役員

会を開催するものとする。ただし、役員会は、市長指定の日に協議の上に設定するものとする。 

 （協定締結後の支援） 

第４条 要綱第８条第１項規定のコンサルタント派遣期間中、当該推進地区は、次の各号に掲げ

る事項について市へ要望することができる。 

 (１) 定例会及び役員会の会場の確保 

 (２) 視察研修のためのバスの確保 

 (３) 普及及び啓発のための印刷物の発行支援 

２ 要綱第８条第２項規定の必要な支援は、次に掲げるものとする。 

 (１) 前項各号に掲げる事項 

 (２) 防災まちづくりに関する諸問題解決を目的とした専門家の派遣 

３ 市は、第１項及び第２項に掲げる要望及び支援について、毎年度の予算の範囲内で行うもの

とする。 

（その他） 

第５条 この協定書に定めのない事項で疑義が生じた場合は協議の上、決定するものとする。 

平成  年  月  日 

  甲  住 所 国分寺市戸倉一丁目６番地１ 

     氏 名 国分寺市長         印 

  乙  住 所 国分寺市  町 丁目  番地  号 

     氏 名               印  

図 80 国分寺市 防災まちづくり推進地区協定書 

（出典：国分寺市提供資料） 
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地区の防災計画の策定 

国分寺市では、防災まちづくり推進地区に指定された地区の３年目の活動として、地区防災計

画書の作成を促している（図 81）。地区防災計画書は地区の特性を踏まえたものとなっており、

市が派遣する専門家（コンサルタント）の支援を受けながら活動してきたそれまでの取組をもと

に作成するものである。 

地区防災計画書は具体的に「防災まちづくり」における目標を実現するためのものであり、防

災まちづくりの基本的な考え方のほか、家庭内での防災対策の充実、地域の防災対策の推進等に

ついて、具体的に取るべき対策が示されているものである。 

地区防災計画書作成後は、市から推進地区に対し、防災倉庫や資機材の助成・貸与を行ってい

る（図 82）。また、推進地区指定４年目以降は、地区防災計画書に基づき、各地区が自立した組

織として住民主体の地域防災活動を育成・継続させている。 

 

 

図 81 地区防災計画書の作成 

（出典：国分寺市 HP） 
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図 82 国分寺市 防災資機材等助成要綱 

（出典：国分寺市提供資料） 
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住民や市民防災推進委員の交流の場「むかしの井戸」の設置 

国分寺市では、「いつでも自由に使える自然水を地域の中に確保する」、「地域のふれあいと憩い

の場とする」、「自然を肌で感じる」ことを目的として、市内 17 か所（平成 22 年４月１日現在）

に「むかしの井戸」を設置している。井戸の近くの住民や推進委員が中心となった『井戸端会議』

が開催されている井戸では、簡単な水質検査、ポンプの手入れ等を行いながら、井戸や地下水の

話に加え、防災や防犯・地域の情報も含めた話をする場となっており、平時のコミュニティの活

性化に役立っている（図 83、図 84）。 

 
図 83 むかしの井戸での井戸端会議の様子 

（出典：国分寺市提供資料 国分寺市の防災都市づくり、国分寺市 HP） 

 

 

図 84 市民主体の防災まちづくりにおける「井戸端会議」の位置づけ 

（出典：国分寺市提供資料） 
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市民による防災まちづくり活動：防災を軸とした地域コミュニティの活性化 

「市民防災まちづくり推進委員会」は、各地区の推進委員で構成される全市的な組織である。

推進委員の相互の意見・情報交換等の交流、また、市民防災の全市的拡がりと発展を目的として

設置されており、「市民防災だより」を作成し、推進委員を通じて地域の方に回覧している（図 85）。 

個々の防災まちづくり推進地区の中にも、推進地区の代表者等の市民と防災の専門家の協力に

より「防災だより」を作成し、月に１回のペースで回覧版での回覧を行っている地区もある。ま

た、地区ごとに年１、２回以上防災訓練を開催し、地震を擬似体験できる起震車や消防のポンプ

車を訓練に呼ぶ等、工夫を凝らしている。 

企業を巻き込んだ活動として、「防災コンクール」を開催し、PTA グループや地元企業、銀行、

民生委員グループ等で防災技術を競わせる取組等を継続的に行っている地区もある。 

泉町三丁目防災会では、災害時により効果的な活動を行うため、災害対策地区本部では被害状

況の把握、要救出者宅訪問と状況の確認を行う等、役割分担に基づき、災害時に行動することを

定めたマニュアルを作成している（図 87）。 

 

 
図 85 市民防災だより 

（出典：国分寺市提供資料） 
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図 86 地区防災だより  

（出典：国分寺市提供資料） 

 

 

図 87 泉町三丁目防災会災害時行動マニュアル 

（出典：国分寺市提供資料） 


